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いわ晴る「モデル小説 jについて、公的立場にとEい被害者の名誉、プライバシ一、

名誉感培が侵害され、重大で回復困難牟損害が島るとして、小説の出版差止め

を認めた事ou(r石iこ泳く魚」事件j
最 {~'j 三R-'I')必1ム年 9) J ~4 r:第 小法活判決

第お10、同¥f- 第ね7'0損吉賠償字詰ぷ宇i'I;(平成以午 lナ l

('i'U f:~ U#-.:.，~ 1802号f山口、'，''1例タイムズ11(:~G号7ワ tU

〈事実〉

Xは以京生まれの叫匡耕のi;...-tt:であ )'-1、申立国の大学学業fす平成5年l来1:L、

大4干:~>~:i.:'-，(持していた。 Xはえιy時:ilお守:r?(.属する静脈刊_.:fl;_u涜lり忠し、

多数|口，0)子訟にむかかれらす'::l:j~Lìぴ j 見込み!ょなく血管官ァ〆よ外科にえ l われ c ~-) 

台。 x乙')父は1，ヰボJP;;大半ごくiJHI;;，u:t治平JxN:-cあったが、日lj;fU/:9-fl講ι資先的特
区にお、、てスパイ百資で述摘さ1し、同51fl三まで投獄さ 1L ./~"γ11之半片山 3 年 i

汗川貨を受合した特科な制作家・小説家である。 xとy，ば以戎4γ にY刀、訪

較した際 Jこ知り合い、うど友司 íW，をt:+~-)よつになり、 Yムが日本(二旬以した後も

丈匝なとしてし吠。 YI~，土「れに泳ぐ J(J， J ，:て坦T，;;!小，i!(1)， l' r?，'11小説」三

いう J を執筆し、 y，j，'編集京発1j'--:;円で、可)が完ぺ J す命誌it 「カ:ベi~J 平成 6

4下9}-j号におい仁公去 J たに本J'H、ョ誌にはXをモデルζ'gる 外=.花 ノ去る人

物が令婿に百り 22鳩1 る i 不卜明ノlレ」は F 本と主主れのも~~I判給女咋 C¥Xと!刊年

代に搾F司ド移(干し、 X と同じた)，':を午主主，~ 1I本の同じた'，':大'f::tfLでXシ同 σj 

ー ~.Û、 S:~ ミ l4) lO(l~ 

乍千を専攻している η n;~r州、こはうL.¥百円見込みれな、 4純子可刀、あり、引王tとの父もま

たE本心)大干の1"11禁政治苧ク〉救J交をし ζいたが、万寿司7での降ICJでスパイ7字財に

lc，:lJ 



民事判例研究

より述摘された経歴を持つコ他h、「十ト里花」は同領の寄付を募る新興宗教に

入信したとし寸庶栴が~主ベルフれ亡いる}さらに、「キ卜星花」の顔商の肝擦に閑 L 、

通常人が1mう'1物ペ原形を伐さない水死体の顔なとに作えて描写するなと、同
様なもの、悲劇的なもの、気味の悪いものなどと受け取られる品夕日な支現が施

されている。

X は上司雑l誌において本件小J~が公表きれこれを読むまで、 y，が 11 分をモ

デルに小説を執筆していたことを主11らF、また、公l<i去にも y，に対し公主今

承諾したことはなかった。 XI土井"fH、i止を読み、「キ卜早花」がu分をモデルと
していることを知lるとともに、 y，をもι頼して訴した私的な事柄が多く記述さ

れていること等にi%J:しい回りを感じ、 U分がこれまでの人生で形成してきた人

栴がrべて否定されたような衝撃を受けた己
y，は本刊小司Lの H~、口音版の版売等を f丁う権利を有しているわ

そこでXは、本件小説及びこれに関する丈害により名誉が投蝿され、プライ

パシ一、北ぴれ者!感情が侵害されたとして、 Yらに対し、人格権、不法行為、

不公衣合志等に荒づき、損害賠償、謝搾広告の掲載、本件小説的公表の1E止等

を求めた。

この裁判に先立つ平成7年11月にXは本件小説の出版芹止めを求める似処分

を申"高していたが、有平尋においてYは単行本にして11本及び斡凶で公表しない

こと、公去する W;は、 f)~処分手続き中に提出きれた改訂版による旨を陳述し、

これを交けXが仮処分申145を取り卜げた経緯があった。提訴絞y，が 司新出1，
平成8年12月りに執筆したエ yセイ「表現のエチカ」においてXのイニシャル

を明示するとともに、'.(JにJ水ぐ魚」のモデルであることを明らかにし、顔面

の悼携という障害の事実を強調したなどとしてそれに対よる掛害賠償請求を迫

力Uした付

者(東京地裁平成11年6月22円判例時報16910-91頁土、 Xと両識のある

者又はその同性を知る者にとって、本件小説。〕是正t詩人物とXは容姑に同定μ」能

であるとした上、本件小説の記述にはXの名誉、プライパシ一、及び名誉感情

を侵さする部分があるとして、ィ、法行為の成>1を肖定した。そして、 Xは本件

小引等の公表により事太の摘神的苦痛を被ったとして、本件小説について慰謝

料100))円、「表引のエチカ」について慰謝料30))円の支払い、また、 XとYら

の間には本件小説を公友しない旨の合ぜが成立していたと認定し、|司合足に基

づく本件小説の出版等の差止めを認めた。 方、本{牛小説の修iH&の出版等の

北法58(2-51:;)1αl:l [64] 



判例研究

差止めにワいては、 X~)同定が州離であるとして認めず、また、謝uド広告と回

収依頼広告等につい Cも必裂なしとして認めなかったり

Yらからのみ控訴されたところ、原審(東点付裁平成13年2H 15日判例時十H
17410附頁)は名誉桂等の侵害による慰謝料については、一審と|可禄の判断を

するとともに、，'1"，版等の差止め請求については、 XYら聞に本件小説を公表し

ない旨の合目が成JLしていたとは認められないとしたが、人格権に基っく本件

小説の差止めが認められるとした。

山版干上 Y2Yl 側らから上山及び上山受理中し立てが、作~.Yl側から上山がな

された

山版社らの上山理円1は、必ず!世、プライパシーをfはなわない表現ノら法なとの

創作上の配[曹の立要性を説く l阜判決は、司法という公権力が丈ニイ同占のぷ現そ

れU体や表現占法そのものに規制を加えるものであり、 GDプライパシーという

未確すの権利をもっ亡A現行為の井止を認めたことはせ(1'1、21条l頃に違反する

とし、上山受理中 LiLて)~巾は、本fH、p見U川、体的ァーマと表現を見れば、小

説としての公北陸が認められ、個々の表現内谷のみから名誉、プライパシーの

伝:!Jを肯疋し、山版物の差iIを許存したことは判例に違反するというものであ

るサ

く判旨〉上告棄却

l原存の伴定した事実関係によれば、公共の利益に係わらないXのプライ川

シーにわたる事瓜を表現l付谷に合む本件小説の公表により公的立場にないXの

t，岩、プライハシー、千〆1誉l事怖が伝合されたものであって、本件小説の山版等
により X(.こmんで同復困排な損害を被らせるおそjしがあるというべきであるじ
L たがって、人格権としての1\営権等に基づく X~)各請求を認存した判断に違

法はなく、この判断が芯法21条 1墳にi皐lえするものごはないことは、当裁判lifi-

の判例(段付裁昭和11年(あ)治2172号阿壮年(i}--j 25日大法廷判決・刑集23岳

7号97;:)頁〔夕刊和歌山時事事件〕、 最古主主昭和56年(オ)第6119号|可61年6月II

日大法廷判決.t(集約も4号782号 [jヒ);ジャ」ナル事件J}の趣骨に!!世らして

明らかである」

同日、作者Y側に対しても、約三小法廷は本件判決とは11:阿骨の|告棄却

判決を「した

[市] 北法:18¥2・:J12)1002 
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〈評釈〉

はじめに

法と文学の関わり

般に女到の判 i￥に il，)j!': 'iJが直接に関係する f~] 向は、近代においとは幸fb己表

明 t おいて論1九れゐこしが事しのがが、右(吏主守 おしても治~の判仰がもを

み 1主ね九れてきてい匂

まれι日凶における12裂伝説に院 jるK引の有加であるο 有名なD.H.ロL

./ス著 11.+_'~タレ 人人(}):11、人J ((J-"出、整訳)uつ事ベヘマ;，午・ド・→iド宮

， :if、詑1の栄との翻訳書， .同寸る宇{中、及び寸(:j-f:lftr師、刊といわれとし¥，;.) l川

吾半悔の卜張 i)1を雑lA、百IfllU半分J (，':-:1己主主〕たかどで好脱出立日らう、起I;hされ

た中件コなど、文子。).;'.、内怜と jドl法のわいせつ)~との凱主;J!))調整が刊討になっ

た 貯と状況が恋 i乙 J 、よζ 十卒のj見~γ が稔合的γ検[，';され、 >-rl}~批判所γ

おいて史民性が否たされるものが散見されるよう l なっとに規制の l な IT~

1f:!主主:公民ゑであったが、しかし、相会涌;去とは可変戸」なものであり、法;'1um
:Z~ r7)]:iJ ~fJ とい今 j戎か日ないといっ 1問題がある仁 三のような判断には、 Jf，'~1'::院

の法支出:Jと1よ、出家伶兄モ詩的介入であり任会款再維詐九あるとの批tlJがある

鼓人J判:1討主'"三年ヲ片l:lC I::Jたじさヲ百99'1同c IJ、特性と 0~裂性とは ~01]黙の次

元:二属する概念ごあり、両υ な」斗JのじはないJ こしごえと手作市のj見事を引や

認定しι
り去をよ判制千il44-1手 ~(j月 E'i l::: 刑長23今 [0 号 1 ~~39頁っ jR主主析が明市しな'"'sJ-!. i)忠和、

a0 . ;_~術的イdt]イ告が乱っても桜教文書と吸わρーることかありうるとする ら、丈

p:;-::/)室イ誌はえ iti 全体的関述で判断戸れなければならないといっ、全汁、|巧考 ~~j)

千法会三了、し 結局狭褒刊託子認定し いる l

三民判IIpイ{:JSす1IiJ 2811 刑IJ'*:1'*巻 G 号，U:1頁U 文書の j_ï~ 3d~~性{主情写の千'，:)迫力 子

法、 え司ん{-S(，.:山:/)φiヒ市¥ え升に表Je.された l』恕て了ど'11)-.1111'//(/)全日L↑tJd2'ど、
総行的ぃ検討したものを、子の時代の健主な+t会泊三:に l同ょして決定されるべ

きと 1.勺この丈吉山jR蕊洋士必メどしたι

: 1 治口マシポルノ事イム L東忠同判昭和:_nイ. 7 )J 1811 t:1I1辛口75j;<X)H!、『監の

コリーダ』とドれ {札京市半iJ:昭和51午ゎ月 g11申i日.¥'.1()4-:~口 1 頁j など

5恥村ゴ"号「ジャ づけズムの}去思 表現，のじ「↑1の公共円七伐と同嵯l世~~!J書院、

200.1年;:281 Ff参照こ

L66] l
よ
A
川V

~
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判例研究

i血刀、文子'J三人j によとd~人法活h，:士;こ _~t-g る l師事長宅たとして t!去にβ ける

lfÎ~W モヂル 'J 、 ~}~J の不法れお問題がある 作家が小乱ふ再く陀、 rlSらか)特

定の人物ゃ幻定の事件を吉村(.::UU:1: L， -( itJ] ~長 1 がった小説が、 般にモデル小

24F'いわ1していωJぞれゆえ、モデJレ小乱!士、特定の人物なり明日なりの弓tt
が、読苔にとハ亡~;J:!~，~~，nllj に k沼化。〉主主坦め込まれた印象となり、小児の

ぬいんによっては台村の lJ 象になった関係;~'のち長政当や/ライハシ一校干与の

f了否7~工作j涯にな ω乙芋 it も、れま相u美_T.(7)ノ、説「れい出く.f:lJ ， (，.:よコて、 X;;)1 

タI誉政相、プヨイノ、::.->-- J!J..U'7:誉感十台が侵字さ，cたとして争われたものであ必、

コブ勺レ'1、説の 'jーデイ/グケースl土、 l安のあと tH'υと1、われしいるが、

ぴ)事iil土j，)Jめて!→i'}、トブラノハシー綬芦が向指となった事索で、モデルになる

人物の精拍的J員百片山版の自民との謂訟がー要な争ロとなノた損害賠長当事却で

ある口モデ/ν小説ー/)沿午f(.:でれ以降、紋はそ与多〈は士いが、主に名誉三三耕三

ノ。 -jl ハ>~{三容が争 ~~i~ となり掻零時償訴言刀、起こ予れ t →た J

と:ろで、アメ ヮの1~}(iO牛代的核わりから70:'.jド代じかけて二ょ ・ジ l

「リスムムいうンヤ〉ル地主計頭 L、フイケシヨンとノンフ f クンコ〉のあ-~透

(1 jí1.::~刀、 i~~ うよそ上がっていた寸 従来かり丈ヂジ";>>ルにはノンプ qクンヨ/、

シャー十リス λの手i1、には判事戦沼というもの刀めて1たのだが、 干のよど学と戟

退が別々に法発;~，/.うr;'~7C)両主ヰ剖~さセてン\' ~-}ーリス入の新 P な河:むをも

三り Lたのとあゐム戸Jtl:-、現.-;-~の仔つあゐ挫の力をえ学ドポi とし I う点現活動

に破 F干させるの7γ、わがほの私小説1，を竿)t:と寸る T フ?レノ'J'~J{ ごあゐと 43 えられ

るU そこで、どめるヲスが起爆こな J て創刊窓欲が十五主すてられた'J、;11家におけ

る表JJLc)自LlIと、吉村HZc(選ばれたこ Jによって什台前評情UI11される人情

的利子 r 心勺詞授がE司りHでいるハ

本に"渋で;立、:民f才、 Yソイパ/'だけでなく、行l来的長同裁では土内a0だこ

して渋市;二汗i吐きれ仁主だ

“東尽均 ;::JI:;~ 相i .3 9 年日 11e8 IJ ト~集。ノ与日号2317;=C 

， ，~(~村・前j:~;j 百 ι主 5 ・印 T:i頁参照)

も含のこ ご ;hJヲ'-，
v 均一J

"詰判昭和，13イ:'.12111811'1-¥:i'去t一 条にい斗れを~: !主人カ t-U)品位、低行、

名古、七日等の人特的メ Î<';日一ついて引 72から受(~ ，'b客観同なミギ印1:、すなわ(，1.!

JI的 r~誉を m すものであって、人jJ i'山己山身内人格的価併に勺いて有する主観

LIむな計I1111、 オなわち弘行l長守は介主:しに， ，ものと解ヲ之J(1)が担当で主うる。

1"'1 ー ~.Û、 S:~ ミ l(;) lOO() 



民事判例研究

の人格的法益が人格十字として明示的に保殺された〕また、表現の自由と被害者

の人格権が等価「内に比較考晋され、その結果人格権侵害に基づく小引の山町えが

差止められた 2 史に、従来のモデル小説紛争では、キに若手4な人物や有名な事

件を素材にしたものが多かった上に、桜害賠償は;Zめられても左11めは認めら

れなかったのだが、本ftの場介、モデ)レがt名の私人の日常の出来事であった

こと、及び、この小~}~の将主に向けての単行本山版等の差I1 めがi認められたこ

となとカヰヤ円される。

(2) 本判決の問題の所在

本刊小説は「私小以」という、 H本の小説手法において特有の、作者の身辺

雑記を小説に仕すごる伝統的なものであったが、この京現様式と個人の人格的

利益との緊張関係の~R存化において、いわゆる「モテ勺レ小恥」山版の利益より

抜侵害者の人栴的利桧が優越し亡、人格権に恭づき将来の中行本出版井止めが

必ず予されたことに、本判決の主裂な意輔がある c しかし、差11めの判断の根拠

が「玉大で凶復困難な指筈のおそれ」という去現にとどまり、人柄1主の個別の

被保古利益との関係は抽象的で、いわゆる l事例判決」にとどまったと解され

るため、最古裁が小説出版の芹止めそれ肉体をどのような伯|別の要件む認める

かは今後の判例の憤み重ねに残されたといわれている c

本件は、いわゆる「モテ・ル小説」というジャンルでの損害賠償および11止め

が州出になったので、モデル小説の訴訟類型を検討し、その判決例・学説的状

況を概観してみるつ特に、プライパシーの侵害や名誉感情の侵害に関する議論

を4祭寸る。すなわち、本稿は以卜において、モデル小説という類型の判例・

学説のZridしを概観し(-)、モテール小~S~ における名誉・プライパシー・名誉感

情の伝吉とモデル小説の差I卜めの此済措置について検討し(ご)、次にモ Y'ル

小説の今後の認題を議論し(四)、そして衆徒に私見のまとめ(fT)という流

れに沿って本判決を検討しようと盟、う〔

モデル小説の判例・学説

(1) 従来の「モデJ~小説」の判決

最初に小説のモデル怖が問題になったポ件は、昭和29年II月雑誌「向山倶楽

部 特大号に載った宮本件也の小説で、当時の政治家北藤栄作に対する名誉毅

北法58(2以)り)999 [68] 



判例研究

jeザ刀、問われ丈!ト14ヰij'j"¥CC '幹半長と y，、秘書J半??} ごある o ~I;J!z ~!.I 人は :'117.

藤叫fFをモデルに たものではなく、 y({i-(.')アノク乙ョンてあるJ 名誉や殴

JRずる)!，j~台のものではな/れとを与)Jf L ょう j ずる官官、はなか~，手 J ~: +~~R し

たが、判決は第 にモデル「あるう、子?かレいう内 l っき、第ーにワ Jクション

の科度に:~"-.亡本音、したごそして泌 。)/.z~，土 l 本Jsi 作品に;ま各弓l にその全人公

び〉送技};f十i主主在の人元I[[[[党幹寸，-!.--.([h::~:長討作を J註知せ i むる (，~)l>る友現がな

されぐいる1U4 「tさ知的に:ULの人均に止似Lてし 1るのは決いて慎然の 君、で

はなく、和、山へ?午、じ〉主同においてもHI、か位nr:i-~木 J干を本1')内市引モ)アlν; こし

たことは院う余地が士いとし、沼 山"，土、 作品が J/々ミヨシであり

点iこ小説であふから事尖ではないと称[1手られるためには、折々のら起すのモ f

ル泊ら感じ取られ P 刊のものが九昔のE立の'1'ご|七、に燃沈L、完全なっ J ク

ションに昇華しし特定人(/j-~~ ~::本的行動を líê~[[ さ孟士るとい程乏に、人品 殺に|到す

る小説じ);¥:liI)h'怜づ有するらのにまで1")められていなければならない，本件作

lijを/lu干として点ると、モデルである別法Y作1何人閣する事実チ拡知せしめ

ない府民に完.:"Lなブ J クション μなっていω エ(二百え F 人間 ~Æ'，.tに陪)-6;J、

試の純粋引をのする作品 iこまでな}亡いるとはtW'l~- tノれないハ J として、:昔、三

'fi ~，えひ;'0~_~，ni:I\ t良行のョ名を寸れ守1L;)万じの~金)[1) に f〈!た

Eア:1/小説初、7)民事訴訟はにit喬呈ーの11)[[新聞紙 1:0圭戟小説 uしおl泣fhjに
対する謝罪広告j員J声E凶う詰，j(ナf刊ぽ， r仰い厚託金 l ポ刊 'l)-Cある， I討をは「小

説と実{";との花官目、平耳石川、関連叫が切訴されい、な l-'J : ;:t:{，;小説。)弓叶

ル)こさわし ~:\ずうけパ仏生 1むのゆをノ|、羽として J品写公示 ιれたことにより社会

的声怖をた墜さすし、自ニo.γI-~'感情士千干しく j，われ、多大の精神的ヂf指を長っ

)-， ，J ヱ張 L 、作討に謝罪広告エ;=jí) ゐ 1') の慰謝料を ~lfj 出し止もの「が、「ノ]、r0l

''IL';>地主主8U前:32"-jド 7!J ¥3: 1 1'山子 ll~H}l n， 
iI ~ド1': {~J~ は、 WI 版朴の福住;リ斗 ~Jt Lて十人公が佐牒栄れが::，8，っトこし、?世

絵幽'$:も It:誌を読み院かされ"c:trιlこ主人去が実在的佐J仏ポ作だL古践したこ
と、子の1斗制予でを拾し、てf副主主hこしていることなどを認定している"

その日 111 を、子:J f)Uょ被;!?人らが ~;i'C-(':. (7)興味をそそる r:!，¥こili:，t，J寸をド互いたこと

が明らか予‘ こす-~-(，'ぶってよけ多くの利益安ド〈ろうこした営判IG的の私伴、主の

組織l よる II'H ，~:r;::事奨で~:)、え化 IC1J ~ヤイZ~-);-~(J;娯楽千数亙 (-_:t'f"，j- るぷうな専ら

の公i2目的とは併 t{ら，cな， ，くしている f

2 I足早池rn::nfll剖午 ο刀お口判叫132せ He

l0~J .1 II:i当日お(2';1(:S; 9:>8 



況中判l7jf;:汗芯

とヰ~~との判 注j~ どは j;dうl.:l'~土 0")存こも拘らず、これらは恥だJ立って本何小

;i.JGがLr;;:2'を士デルにしたものとdちることそjiL.，せしめる根拠とな誌にふ之らな

L 、.Jζ判不し、 続告が原告を本ftノj、z立のモデル;一 Lにことを認めるに足る位

抜の7止J加工会く、まにこれを佐7♂J十Lもω;こえる事実を芯むべき三j処もな 1.'¥ J 

として、市求l土烹主iJさ札たに

j、与なJ、Iドゴ論争ゃをき起こたのが、前込山fi:泊i記刊行の j ヴ i??紀えの小~J~

'*のあ μ1 にthf一ゐ原告.jklli/よ1;が抜起し?、ブライノくシ 包ぎに陪ヲーも:担

宵賠償こ謝罪広工活文字引 ':<:f'l'宴りあと』事1'1 つで志匂コこのときの原こ

の 1-:_~12(土、市 にi'えもを半げtも実名と!μ 干支rJ;:<jJ果がゐる、被告ら!手本舎の仏

;11丈に Iモァル小川」の豆伝え旬や1史}-j-1! '"てvλた 第 に私ヰ活Cノl覗ろ兄」

もしくは C，引き凡Lたかの土うなJ J詰写の公慌によっ fブヲイノ、〉 ーが侵害さ

れ、精子'1 '問弁痛をそ ~7 ;1:二3 第 i..-=:'iラA，勺〆 の」う Lこ川人的尊敢に主主主を置

く作手ij:土、， ，論.-;{(羽J心白山にl民l11J[j<)に僚)~ :'"、持タ朱なi主口、T牛陀子'Ii'il山のある

とさ γ収〆ノマ 1"11:'，0)矩ゐ1左京JJカi要先する¥，-:i@ぎない、といへもりであるや

これじ苅L紋告らはプラケバ イて岩 i は現4丈じっ「事完」の公聞が三要である。

また、本作品は文句的昇半度ク)討内、丈t手作品でめり、令体としてヰ i-''):;二対し

f: 家乙しての川jl長会保~-' ¥おり、社会 J切に計't1される台時的なi"){界か逸脱しに

そして、個人法誌のブラ寸パシーの権利上りも、民主主義的基盤であ

る社会 般の手IJ訴を図る言論‘衣況の R~8'寝 ;1 される〆上êJえした

いヰい

刊決(土以十の万か:_，!求;T1-0) ~主張を認めたっ出 iこ、本門小説G(士長EEノトヨエ、実

持小説乙{よ宍なるが、原告のそっ勺ν性を 般のl-iiC持¥'--祭知主せるに十分な、1'1

への;記憶にI1々しい事件余小説的idJYて全Jrr8':;:一質問し、原 ;1;-0)笑れ少与げ

第 h 、 E デ Jルレ Jづlト、壬~SU 土 j正と 7主さ甘的%悩U仙σれ〉可而可 rゴけでなく、 モ

)凡ルUνノ的1別川町~~昧未 lに二 J:'r勺.i-'.-t読そ当しσI)WJ小'L'をJそ土そるl附:茸Rム旬]にある きθのldうなi制J:吋{兄で:はz、戸荒売ι
Uの〉既知幻て芋jT'尖よ1主l巳iJ以、:，今外f:は土子午i::"C1作乍J巧:のノイク乙ヲン rあるとF受';t(け了~取ド巨;立{らオれしるし江ミどには
「ノy、 l' の壬デルノl、北に\Jずる I~ ，~、、 JI~-~，ネは純化されていな 'J。治 フラ

/パシ 権;ま車生活をみ戸りにまと間三れない〉いう 1士iヲ保砕なν、L校刊 とし

て理解されるが、私F 日の公悶とは、公明された内容が J十LiJ-_N~-_I .o")~事究であ

りまたはべら、牛日十の~尖らしくそ l了取ら j 】る恐れのあること、 殺人の出'2

牲を基明いして点該町、人の ;'r場に ¥i'-) Iそ場f7公開を?試しなw、であろっシみとめ

ナヲ場合〆オ宍がなし

l円。1

}前同n:b 参n\-\~

日間つμm
 

fJ叩



判例研究

牧の人;こ;tだ1;，11 ニれていな ν 二とで充ツJ である，~〆:ìI'4;こ主的
iム!ー←す吟?

り Aし，"ふ L、ieU

n~';Jr也、百日寝泊 :'1 ::0)1兄陥の俊道件、公可存在、被去の引認はいずrも述i:，:f片

阻J:I の退出とならな~，-，( ~;~:ZJ: (私 (1'，;:両の公克ぴ〉場什は、~ft'~:~吉 f~-í:請求:ニ認町ム

れるが謝罪広告は f)Jfjk:に11-:]1足さナふトいよこ炉はノ子、叶誌なこ 2--~C& り 詰弘

iJ'認められなし、と iて、尽iii古山八IDO)アソイパシ一民主:にi明し、 f乍釘三烏に

どれ}万lイO)j己主昇治信や命二た J

その彼、ブライハン 件侵Jぎに基づく ~~Ríj差止め?〆，j(d;l-_~t川主J半I] ，}:守i が、

iL 1 →五社会完;雫ê;it:~~'~議民であって、社会主義運到永、 !Lt.人~t放~"iJ 裂である引|

ビイゴ了が提訴した、白出忠重や討しj状11111 二1.]ス+虐殺iしJ製作会杯、奥イ会

干|ノ引に付すノムフ勺 fパ〆一保't;-およげギ守政Jド芥 :;jiiTiと(た1，，11明石の仁吹禁

止の Ij処分巾詰'jJ件 (~4:映7百7 エロえ l 虐殺J 'jJイそ H) であ{)，)キ ft浅間 J土町[]

l法茶尽 1 事1'1 と~"CJ:IJられゐ実際に党止した人情事刊をま切に、和政府主義主

った杉京をめぐる三への1;.:':'キク〉愛情Jヤ必藤を砧 v たれのである i;f) 審，~者l先l

を禁じた主法十 条項の桁下ilをぢ墜して権利慢7??の走法引がi山主な場合γ

のみ、 7主止請求を認Y;るべきもの弁明「心」とし、:炉内!i:土持lであ)、 1ft，在者

白身も治i践しており、また内'ヰ人であることァら、それほどの的庭の走法子;が

ない乙いう?とで 1-;-1詩カ却τきれた控訴審は l 被害すがi/(~' されるごとによハ

て依る六利益の主主伶 科l支と、 h:士長がそのir'i動の自，11r紙約 ::::jしる k二ζ に
よ Jて受ける不利設のそれとをよヒ町長雪量して決?べきである l とし、 l住岡山色、

7)\ 佼古占的 l渇去にお，~る必没R<J Æ::，nr，および傷'&4V':をL十:'，的素材とするもの

であっ、も、?，:;~に公知一じあり、低劣不当な立ドJ C)製汁ではなし a と認められ、 l

較f~!J" 1ょの丸1 1社、さしせまった、 し〆かも日r'i不可能な藍大なjr~"~'が J じていると

土認めら1しなt""J て抗告がleJIJされr

虫に平日立になぺ L、-::lli:名の私人がそデ?しになった小説を訴える吊門が合づ品し

そ:h.~土、芥 ;1 賞作家:I'.d)情出 ìJヰ礼竿しと'~ '[T~'G 名もな主 j与を」におして、人

午業iit2()同Jわ子り司法試験f会なしながら変烹Lf-'-HJ乙の人物注 t-'-Y!しに

れどが、てのヱ人公の訴え対宇、名誉J&tfi. プライハン 佼実をJWIIIに小九

段ぴ山版析にiすして本{'j''J、成(j)出版'1'Jl 、会I-j;.:í民社ぴ池心殺への謝ヨド!ム[~:r(1) 

戟及び慰謝刈各~，()()万1'1の引慣eY請求 I~た~件(〈ごノ「 44 もな長 j手会 J 1¥"{;斗lに)

此京地決11M子E桁午芯月1411ミドIjfJ.j-';九時ti0'41頁、 tk京司決l 河C45~ 4 ，~Ef 口氏

おぞきつ号7ヲ民n

~~5?池子 I
、

v成 z 午~)刀 19 口判叫1~ωせ 19fi

1711 Il:i当日お('2';i(日)9併1



況中判l7jf;:汗芯

でめる J それに対し 東~j{立裁判況はvu のように判小した本川小説は、

宍在し〕人物ふ素材と L 、:主将人物が-和モ素杉と~_~T i!}かれにか hしν守主し得るよ
うな小説である 1いが、支r'L人物(/)行動ぺ〉に.t~吾万三作者 CJ) : "1 ift 1:おける芸術iっきり主

;ιfIiおいてデフ 4ノム γiL:件 され、 ~ï:- l'_が7T市内 L~l三段されに杭呆、 .~'i: 

五売品をて{三，]，人物が実在人物とは全く川なる人十守であると五112:長さTるlこ主っ

マゴコ i}J 松内主計 会て小説令{小が作計のさ1'):]::~担保心的生内山た古:Jfドご

あって虚位{ブイクンヨ〆}であ;;:)}--:受IJ!f7ら-1;t._~) ¥至っている」どいう理H

で、 亡デル人物と主人去の]cj.....，汁を台疋した 3 史(.，::、 lよく飢られーた範団 l人](!l

読者ご占うっご 1¥ニL デ fレを5士号長十iるよつな読み方をヲるふ λな読者刀九 tることを

苅flhつJても、また、モデjしこちれたこ主人公の色党jt品、変死の三託手4;ょ 校に
苅られトくない'jJ納でプライパン， -(同4一る宇主であるが、その陽台でも、手

7t土木(']，;、;，iω主 ~ili/，えび構成上司、日]欠であると話められ、表現。J刀法・内存に

おいても秘主のあ刀、ら手まな立混と令りないよう要重な自己lさがな芦れており J、

イ、1':はl苦情j伝MI~こ 111己され、"円ポ;正 rr， L~ ，e ナ、た

最長の宇{71}~止、引三:ι告;j-( ---1 Jの執筆L九ノ、説 r技者 ;宅長巴である 精神;I!
戸 ーれず

;帯共-;1;会設c発1]iた出川の死亡事什である:.，--'，1:::ゆる I :]'111 事什 J を弓~，c.. ， 1レと

した小説l二対 i，.， r 'f 111ポ件J rおいて九三説?とされた胤(;， (裁判のが司会最終

的:'_~，1i;:，:grになっ t-; が、被疑主的([:.¥，，-)'， 売を :L~支 Lλ プライパシー際 fi'";!;- 、 fえ

CJ、j[!人!::t:ヤ2kfゐかうな記斗で名誉をトミJ百きれ:f=~: ~jJl.~し亡、 11 ， S;: 7k CJ tl:\収

jJ;こ土して謝罪11、およびねて?賠償し~:t;)持i ワ')OO/J 円及び弁百三一上貨同ワOO/J 円)

を話ぶしたt，件/品、司王時ー課長」ヲ[斗}である A ンドf斗はお 審からト告審

全て l素材事実 ζ医情事実とが出然 体こな 1て|メ万'1できない壬ァレ小説Jは、

私生活 lゎ'1':ったの公六千事実力抗不によ向子会的詳IUJjJJ也 Iがf<;UJおを成立

させゐ "J 誌性があるーとを認めて ν 、る小説またはヰデ :1，ノ'J ， ~)í，としバ表叫ん i去、

または;;-;:l-¥:を選似したかムに辻、モァソL代人山本誌を得ていないなら、他の京

Jlj ffj、守折、 0行ゐ余地があるぷ|、 人格十年侵4占売認めても作ぷの長}~~の向山に

刻する不当主引以〆なるものではないごいるハ また、 本干|ーノト:みの執筆・

同川 a~~~\:殺を ;':0fG1:}、日土した男沖がモデルである二とを出版引 1J勺組 Jって，t:，り品

されヂ IJ、ええである一

}、双It;半]平成7年三月1!)[半刊.j-'15S:~ 0'~18頁、大阪rT当平成日乍lCJ月父11'記

U~Y1631 号80豆、長問、成 Ilq二つ月 (1 H ';;]例集J、科教口

日大限池子'1'1'成 z 午 12刀 19 口判叫1~33~昔';'lOFf

二日誌58(2以):J):!D三 l円21



判例研究

同 H立のは的が多5J にじ中ーは的であ，)、本??fJ、説話版:J) r~1版部数その iお も;JJO)寸ふ

情や宅庖しア ぷ()万μjの慰刺ヰが命じられた 謝罪広:きはそのノ坊果Y川市め L小

さいとして否定さ:nι

(2) 従来の学説の流れ

モデルノ;'-1'、~ (，~ lる名谷授lici.プライパシ一千三平与が生ヒる可能十1は 般的:二多

イの帝「庇かみ)-}持されている。.与の夜明垣が t~}~イヒ2'才c"ふのl止、小設はブイケ

シ辻ンケあるりに、どのように実在人物の人格的場d戸を成立こ。するのかと， ，う

{i、?ある。 7イクー/"J /' ~土中文ごはないのだがム ノフイパシ 佼害など起こ

るは1がないという珪併がJNリ"つ "手にえ子テ h~/ げさせているのは、作省 '1

.\-i の l許J)~iL:~、誌や感性のボ]円台あにそのや|一品f削ユ"'-訪われえ読者に対して感動

をH乎びさま 9'-tク)じあると Fるとら、イ下告の力11I:e凶Lこよる表現を沼乙て、事

ブミi主主められ小説に:1すぐられこいるともいえる J しかし、士千::0怨匂刀は作

面的?くの惣像力ではなし~どれほと怨像力が豊かな人でも、七ごか最初治、

己:/!-i')出「二 はないlリハつまり Mη ゲの材料があり、 1'1らかのモ7ルを素材

;こししいるといミる G r:t!::二、前jだに41れたふうに、 1長二貨と丈干のそれ<:'れの訴

え刀ける fJの手法が自由令長内、 Jイケシコンとノ J ブq ケご汗ンのj完県古市長日々、

になれ J<Jあり、表現技J~ C!)プiJ~-lU よ布告:って、芸術主同いものから民俗な娯担

析をJiiぷ「るものまで、 rJc~ くくりに小説ムい J ても、多械のンミシル?子r5!;J:~

eJ可能t;が才子支Iしている そこでいわゆゐ l司デル小説 j をとγ〉範附に定説1

るべきかが論泊、の出先となる'")、砲の特定人物つまりヰフ)レをコ、名または';)x

会1で三社長ミせ、 その当の行動 'l'l:倍などル虚実ないまぜながら」小説、玖|自jな

F の W~'-(' つの物誌に七:JLでfものし立えるのがぬとド既弘校託手あるん Lか

1.、小説は l多かれ少なか札実イ::rJ)人物や山来半を主村に Lてし hるj しつだが、

素村とさ才しj七人物で己」こ11-ft:'恕起させないほど:二千がj加えられるベミ/ゃあるの

り 1叶えば、吉区ft.IQ :モデノ~，'1、;止とアラノパシ 向田 J 法詰吉報33~是 J 号(1 961

39~ におし 1 て f 戚需にえ:工、なんりかの意味と干二度に討し ι てベ T )i，をも

とない小吊iなとはなゾというこよい仁あろう仁 とJ旨?荷しているυ
奥、'1']頃主d弘/ム、 戸ン -']十一 Tリ)〆ス王 lム、ぺJ

このよ.:;:一[広;に、〈とゐ t、JモJ 手宇「ルの手花秘h佐、密z累L露いi止且占をi近亙い/たLそご 「誌露'1小jト、;註見 て¥:J、 ノ
/'  プ J クシ辻 、シ/パイ仕上i斗Lてをj強計戸三詞d宍判そ'1しそ亡二 r2実E主叙主ト/;，、d詩以↓ なくギ:グi!1円分f刻目4νず心ι〈必L、i叫tι4になるく〈: 
iι、』涼1べこ山L、るコ

17:lJ II:i当日お(2';1(:4) 9D~ 



況中判l7jf;:汗芯

l二、'iiItでモ主主村とされた人物ゃ出来半を理解でさる場介や、子れが実イ!の人

物や品':、宇モ素村と L ているテとがえヨi斗可におたわれい‘る上う 4場合 ゃい

わゆる「モテル小説」だと定瓦するのr必井茂同己敦佼である 11 これに対し、

実在グ〕人功予定詰の~付 i 珂し、山間 4主人が当;芸人物や 1ド (1 を '11、易に ~rr;~す

る(:名人、ふf;弘事件が段材になるばかりでなく l狭1 咋F問的ノ\々が~材を tJ:l- 1

ヲる場合も、モデレ，;，~)~といえる」としと人物山山本守îCi)公知非七点目前日IJ1:-問

わ「、やJがしかのモデル性 ~t't，_，く山定するのが十来日J71行教慌である仁

そこ寸「モヲ， ，レ!;"~凡 のポ1青亡事5t(j)iR:T午ノトr，誉政治・プ:;，(ノら 綬古を
引主主二こしたとし ιも、作品のぷHJiJむ悦値いよ':)ほ引間害の成:x-;に影皆を及

はずであろう二 ζ ギ干しち上品く背定 1〆たのが↑:!-+J:;;;ーヨ救;立である 芸術的表現

の自民といえども汁、的若干需に叫すのは当伏であるが、その違法生~，J侵害され P

現存的:fiJ主主との比較笥量によるものとし、造会刊 1'11J:I の -{'r Fi~Yl を/;的存イ叫コ :::ill

訪れ被害 i~-の同支の仇;こ二割1J:fJrt-'1iが占けとあると，?:s.¥こは、主左手'1佼容の百二

羽林Lを村め、 さλlγ?すす λては侵:宍主を)凶j必比

L;ろ}るf刊1品「あ之る〉こ 2白イ仏4が ;定=の違j仏)，、包7韮孟iJ日宇白になる}考え亡い之るJ づ小、府

予帯竺「防力殺f校エ4もJ干純中?爪λたる私ノ4小iト、机グり〉良創lリ11作宇:片寸動は保EよEされれして Lか4るLべ究ず、 私的和 i聞の

JJ~éぶのため(，: IJ: (j、#した出版-;t'í'のもお b のみ混じ、性を認める!~ 予のような抗

え);こは少lJ!i:うが、芸術作品ヮ過去、政治 1、思，¥[U凶作品と比べて吹く ;)i

3れるこ〉のヌ当官?を指詳し、やはり合術的(81自ヂロぃ財色、い迄n、↑1阻却をi-'-J

定した1、と与えるω[エ呉、ド数干えであゐ Icl 併な.J'i1摘は松井投授にもめる、~1J

松井/{~己「モデル小説 ζ43守主~~~ .ブヲイ，';'7ンー佼己J Hd;乎時-HiSヨ主6

号(1997年il¥lG頁呑照

三 i-i，;(;;，-~刊行 I T~，~' fI:T祉のヨEとブヲ fノ¥〆」 ジプパスト:IGG号け日ジり千f-i
12民参，1行

ρ3伊点 l上己 I!:"峯のあと」

引ノ、月号芯t!J'フラ fパ〉 也のよ交古

の(}ろlまっき1:?号 il:JI)/j午 3:;去を照パ

ジュリスヘ309号(196，o，Ij二 1 持 fi]会問

主与のあしロニ;i-t~ をめぐ， -(八律

コJ晃 E与を山、 I 宴のあと l 弓手付判決について J ぉ;W'J時ほ2ヨ9号(判例討論r!j号
{↓以:4年 41民参司r 、 いうし「私人iょ十三害や受忍しなけ札ばなりなゾJ具合とは

どのようなf若々か、ぷくわからな'---，と続けている。 :1'-1• r~;fft)苔:注 20.22D只

き「ペハ千はりここ引も、ゴミ仇刊一品の i記}、の不ミ~な存自1í( ，~ l~;' -')一心六日Rが!弘子れ
ているーそれゆえ'(1'，日 ~'dすくしての訂仙.1 LJってブ7イパシ，)芸宵ぴ)j主i全

作を減ノ};-寸る手社、をIF:唆するご

二日誌58(2以)3):!~n l九1



判例研究

人t去主主を fYl声宮之、 t とによりノJ\d~~;こ止ぷ萎縮効果の大きさを必うるかりである封。

小二んの特質合考宿する当:義す、峻 1 ている 更に同司令改救tえからは、小二んの

自由をよ 1')tL~ $~ (，:求める +，:j.Rもあ。2 、小品という創作'11ニ 品lA1Ji牲のお出l鑑

みて、表現のI11'を:R f~目』産保す ζ 必ELPいを視さ、権木'1 侵斉の成{~の判断某}:\]:

1こぶ1、亡、小説表.iJi.にふさわしL、先育法;認の配慮を求めてu る |同様な烹Fは

よTlkc昨救ぷにも込山ミれ 10ジ彼 l土、モァ lレ小nl-~がさ前十・市帝刊によっ、

件前i侵害が計干されゐ Jい7 司yi告は、達川、性阻j叩の SN~~{;ÍJ井4h なりモデ lレ保

ぷ(，，:::yくなコているが、他/りてデル小説とい与 ジヤ/，;;..，の存在品、義を台疋し

τιさゼるものごあるとI'，)!;-Iる?そフ勺レが叫;LI日能ずあろっとも 殺読者が
芸術的J対等であると必誌できればj主辻、刊は舟にちれてれ、 i~ 人法主主侵戸ゴジ)~-~

Û~}:'Ìを続Æc しなければ、同時代の sFX ::rイムえよう 2 するノン ワイクンヨンff

l百るとこ[土、よ芸ゲ〕利益が人きく釈がれると r5~机「る口

、二t】に才すし、清白1，; fl日教~~t:手;r-，-?'七 yト・司 -J"， U)若7rなづ i干亡、作者
j， ¥土モアル人F拘 (h:sur:ginélls ，l子 ff~dさするためできるはr:りの手投手)1打、なけ

ればならない治辺主主苧の執着i忠誠をぷめ1 、Fx:ubtl芋教民も、持;ニプヲイパ

ンーどいろ恒人法主主制77Jニi到しては作品グ)文字自'j?i'l'怖をh'ifとす 0ζ と;二対し

長期的し品る，三{'，言三官数民も iμH主;ニ f 朽の倫王山内ノユ準の立要性を:;，~ 1，ミてし

ペ;;; そLて、現代にその流れや去りがぐのが焔肘救援であるし l 作品 b よる

九日丹の;-'ブス jレメ (弘(&)は、詳{山内叶対的な r二三術性巴いた主っと丈，J尽され

~òG 松7下 前品注21 • 1CJ7良主主mt
イ →島泰)浮主「日、 t立主思 ì，，~1水ぐ?戸f九九 Jι"京穴f地山よ捻1判u仇7正とを考える ブライパン . ?，討1;:言子 E

Jえ士jけ|灼〆の)，判判F同IJI:怜rちr♂をdの〉く J て一 {広丈学 t七:ミ :1-， -:')臼ぺ{り)号 (じ(閉J的~)年! 制E頁苛悉照( 元私L見一で〈♂，-'しtニ工

ノ'1ト吉王引訊刀光; いうf自創引引J.e色竺的-:1__ 】、， +1' 自前主 i:~ み{は土、 でき之るJだlけア多〈の司C古口が{1行さョーるべきで

であってはならないと与えるに」とヰる J 円日以、 IriJ ~ íイ 1 に i，~'(ぐ伺、 事件 選

71、の視ιかみ 'c 111島孝一主 e山野円出犬 e 当的τ淳嗣昔 J古況の両日どブラ Jパ
シ 詰q王・.!';(;法・ l五万:究4去の総合的「づ|究 iH >1-':)F論社、 2日()G¥ドl つ32白:こち

芯父られているυ

21~ )，、T:;~:で丹念『メディァと泣ーと倫到勺 (瞬時d，(f古涜、 2川 4年)13:) 定多間 j

川道町{吉 郎 l 什マ七~' 1 モーム的執筆f(uJJJi基半なと」法律将司t口弘 J，; 
U !J61~勺 ~j4頁巻原

~'(_' 11\(~EJ昆享 プ7イFくシ 三その範到J法律均読33巻 5号'.1961年:5只芯売

っ 三長 J、l苦 l人十骨格の叫議 (行斐湖、 961) +) 32 {fr苦手lRn

l7fi.l Il:i当日お(2';11:2) 9:>2 



況中判l7jf;:汗芯

る〈¥き?はなく、時代 場所.~，~8内など、客日量的など~O-;交担によって雫 lli. さ

れるベミなのとある， ')J こt:，)< I~ 、!ム判!(による主市計の:子百[:モ加味巴吐る

こjてを全岡山に否定しているの

宇なわち、 fl， ~Ç~がブイクン 1 /ル Lて :I~~j-るこしを前~Á:rして、 t民主;，:i叫
子る下品に fl[;l:¥保護を認めるのが治省のすJ号であり、作品の鑑賞ii:llfl斉とは年

関係に、ノ;'ci.'、L情注目と乳尖のJ えかけ匂 }J 刃吋下 J? れ中ご刷、{j-'-~る際、対尖とのりJ

I~i;: 奇 c:]ffi:'"iW)J に塁打出わこ h が作者愉浬どしての規制Lであ;:; ，1.: 7_~ く求めゐのが

後 t]- (，f) iO)~i という」と fこなろうー私小説手伝は百うに J位 I.:f'ず、 r1<兄と報道グ)jJi~

't;ヲ l勺 EA8まJじされた作品群がザム討しご主ている現代に:r::¥..-'ごi土、設苔にとっt

も、モデルのあるノ町~:U);;{午イ室内科 fc 吉川に之うてか 1 された 131背どあるという

白;'，r-::工が庄町の込のではなくなりつつあ，'} コド性の，if~~，'2シへ伶権十13:(!) ，i、 LL

ht;うは別j次 γしであると考えゐ立鳴か九三専門ぷ与であゐ

任容行為がMti行為とある場内、窓辺で似hずされる訴え足。〉白山の坪前?を~-:，$

する:とは現-tr=:-(:，はL:; I叫相-~ ，~れてしる， 1出 )j ， 1皮侵;て~:j託、名手b ・プライパ/

化技;;--r~ 前掲t主22.18 司容 ~m

仏長足グ"苦「士~，l~の自由ザフライノミンー~ 11 1 ;'; 日 1; 了 3S;'~主 3---- /1 号:， 2001 守 3SH

t主記じ);)!参R古代「圭手ても、正学itr¥?，. n柿'JI乍r¥?1(7)↑曲f位が低い j 考えでし1るオ〕

にでは渋 l〆てない戸そもそも、!占U-fiは::111主引注うもグ〕勺あるから、何悼の同伐
など主;同ぴしよ)がな ν吋)守はないかu ーをLて、弓デ?レ!:、E誌にツし tて j-t:の市:j

mがあるとすれば、それはそア /ν小誌の価11点う:rlいからごはなく、日!.-~-(I，)人情

持iを匁';5-'-jーる、れがある)かムfとうはかないのごはなかろ〉か，'J C: pL'-jー

中川英樹「七デル小川とプライハシ 11[ldJ、ぐイ子し 1:1 版示1I.y)~I:ì犬 k半成

11.6.'::2烹Bltv. '::J)く公法 1例川河: 法政-1;;'ft G 7 ;':l: 3号 f2C刊千五) ISi!2i土、 l裁

判川があるノトt，~，VI:;'jjllの.，ヰ'J':'宇に士ずしと 何ら刀、ぴ，可nf:J':Jj川町会下すことは、決1JC
妥当であ。と以思Uれない J と述べる J打点美 lモデル小説による Yライ

ノ、シ t主宰シちさ投J員 杭:主主 l さ:思に泳く.~~:.~控訴審判決をめぐってーシ 1

')スト12日7号 (2lKilτi118良:人「人的名誉が51t制されプヲイノ;ン が伝子にさ

れるごとを窓認しとまでも 長引'11のj:;)l':自虫を L可王室すべ3だとする見解;こヰ

することは f ミない J と L~_五し、んÜ，私ニfß (J) ;そのごと主によっ、 Eι浦士子

、}心る人i日i の呉記長白~... ¥1てが、あくまで骨量ミれねばなりませんo ぞれなしで

は、言論の自由、 it~1r瓦tJ;自由(1)人間ut::tt:4芝がゆらくこい L なりかねま"，1:'iーいJけ、
fア予e'DIlC陳述古と つの(τ記lill界665号 (1~i何年 示7只〕といろ岳山にお
くノ幻惑すると読え」

l円 6]日間つμm
 

fJ叩
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も帯主去の基本権とさμていt、予辱{去のな人出1ノJノJ07)ほかに、|司家の基本構涼詰

義!)]-論叫 0)曜 111 などによハ、 ~:iょ If'~基本格;の罰益j点、四が総々 ~~5r( ~れときた l

Lかし、 lをけ、で似|培寸る去J:Ecn吉出のさ手くのぷ山l止、ブレ ζ十>-'i' "，リベム

竿の支r克グ'11111をt校におし、ておリ、もし ろノ'l ，，~;~!t'dミ L よゐえ学:・ 3空仲j の表現

。〉目白は周辺07)吸いであるに去三品川自由ク〉保附;.;:、近代0'1;;キキ.，l¥イ3発展と共

に ]1三 l主主1，!、:~ l.:~元識だからしあるお そのため、}~褒京攻守一手!il]的表現なと

は、プレスャシャ ナ'i万ムの芦凶〉の司係が離れるほ夕、志、の討j置の向H

(/)周五誌がにな i)刀、ιであ f た白一 したかペて、 i正子の表現も芸件，'1'1を強制すれ一
LZ斗るほど、天!土、主主iJ、における1<~Ji~7)日点灯ぷiむと絡み iTわせにくし川、ずある

しかヤ一段、浩氏における表現0)111 や保障する渋川 ~.~dりであるう、や考察

示。必要があるハノ、説ボ1司につして「訳読の白出J Lの院選で法的た考祭をさ

れて 1 ゐゐ刷れれ校ι 〕整.Ufl( よると、二γ ソ〉の京理論2~ を弘元とよる米英辺論

i))影'，~;~i_(/)下、?期ね、次心三つじつ根拠U)複frこし亡夫坊の佐山内バ礼|精力、主主 ιっt】

てい/。とい与 ?8 第一l何人のLI己実現河川 1f-r~' a:: <-:<1 i iCll 叫 1I-lulIilJ :nenU、

叶 →:::t:敬三枝1¥:における lj八ソ)ズムと fj，l'j.;;自治 司、{J、問件、における合口、

原却の衝突 I，-)J ~J、学論 -;:':21 ょう巻 (190~)年) 4 j)1B員、 只;/17民芸liil 被害

者と却 I'~' 者の基~，枠内し.7'れも完全; :，1立社lニ与れてはならないという原口:jか

ら、可t人判断はCf:j白:パ果敢“の禁止I子.i8剥介入の禁止し);tγコベ街墨江、日':1)ミあり、

さ【つにlユ〕追旬、::1~~'>i':J;:-刊一的名 l京 U:' にJ旬以されるとしている。

おアメリカの 主土主?の巨出，7)隙三日論」じ万科医は県幹康弘=なぜ r-;長.:1"51，0)百二~L

刀 (烹京よ学出 l司~台、 1988年;第 l 京事，{己

沢，~~l平2弘、'jl_，)司の自民会よめて 7 メリカ;おけるAJi引獲得の軌跡 {，日

波丙席、(則的平j:_;:)~1頁Hf，ロ :::::H;:芋 1 転辺和)l:'~:-:r:' ν 報i立の 1 11 "斗水社、

1000千ド 28只以 によると、アメ'!力憲法引停i:':1 粂が耐えされ丈 :í01~ か~.)

20]1年"、(ょ王じ、名守段J量は、波紋表現と叫にく 惨iUail、U)保7善的?をlよない
もりこ与えニコれていた このl也tt均崩:IL:tったのが、 1964与のユユーヨーク，

タノイムズ芹J 庁リノて二半I~ik ¥¥1，ρ11) }一ο巾 Time，<;Cn， 1ノ汗ulliVI/I!， ;)7行1)三ぷ5，1.肝川口
に」コてであった LしLう

日 I ユ 0~lH!S ~. En!c川 ，0" Towaγdω(;"11ィ，T'llThel斤 l'o/"ルノ fけ'slAm，畑山)!(')Ji.72 YぺLE

し1.~~í'l U963; によると、表現のI'illlが広己保陪卜後法1'r'Jな地;):を"めるて

5根拠はu:f日ヘの自己ずEl己Ul叫]け(1:1:-¥:s:.'lf-llllli:litlcd.l .::;>真理発U 社交通梓)

T!同政 Fクセ" {成治述::，:'i干)同11:，-(ワ安た?ヒのこつである

日制村・前掲苦二 3 巳 5民主主照-

")'-J ;-"~"rli ，; IL kvc1ish， Th(' ~， '(û l-l e ο(FJ'((' S'Lweclt， 130 ~'" l'.~_:.. ， RF:¥'. 616 (1982) 

lTi.l Il:i当日お('2';ir引)9DO
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tf:， --~ 1:土足，'frl，:;f)日田市場'1(1 ([rcc 11日比Clplaccof idca心、第二は日 {会ι11

g(川 rn;n(~ 、いだという J しかし、第ーの技拠と、第 第ーの根拠は、五J者)か

かわ"ながと，:7z冗会民に L-Cいると)L， l '() t-iIJ者二(証人り佳作を必亘寸るもので

あ T人 体にI11'の校心を某定付 ~~;-T 7U売の 11111JをドjさnヲullifW:均九又える
ものであるが、没者 f式、与係な↑百.:'r. (J) V~~ jcM.という千1 会合.~利益に lJ，ざヲものであ

り、「主到の I'IIIIJの手段的立正也:二づぎない J したがっ u l!!な防報の同主

芥日従〆 u コミ Lごう ション促進の同 1えな公開生寺要請 L 、ド牛:1~:){~長在 h

疋する刀lど権利は係長の次yじの保段であるー

また、わがlド!の憲法'T'~土一重の l;t~学論(t!ou:)hι じ，dnnj.' も λ.J'fL. 主た 1

この&/O)，.;i寄型、l土精神的11111i1i' (表現(-')111-:) A>ギイ~者的 ';i↑11iをに，<，J-lこしてf最強的

であるとーいうものである ての連出l立、経i汗自J白出 J子政治温和!ごむわれども、

表現の'-":11があればす政治批河によってJ京状i.=-i宝「る途があるが、表現のはけ1が

汁われると Eλ~{ì ェ:，~t' ，~:.こ再下去る l金そのもの刀ミポtずされるからといツものごiめる c

すなわち、表現のiit淀川14弱;.，:"ヲ配慮1、上t土f'f':;R:支治;品位をi荘J守する/二めとさ

れている U しかL、この子当化で[土、は治世H.';lから弘、【/Lと少数派の住予1，・手:J

続的杭B~I'[ に対する配慮 i土ィjzけ格ちる「したかつて、表;j!(/)μ 由=いう粁神戸」

;'o勃を 1可<j込書寸るため(::::よ‘ jはIrl民主]によって政治均ノy数派が10泊勾J司会

(cbilEn只 dJccU に仙与れやす v とい与白人史 ('.>~l-~t志が求められる刊。 γなわ

九、 A般的に政治泊豆諸 ¥J.1olitiralS]、刊にh! μ、特惟均な保障が引っさ t~ζ ，j.j ム

以 0) よろなiI'.i.1 1 t:tHl[~O)辺 CJICよコ亡、1iiζ宍の友JI，O)巨白0):;[.障の議議L土jf:'-c

イfl Lhc diss仁に l，吋 .l~ upinion of i¥，，:=:ocimc h:sLicηOlivcr ¥¥'cllckl1 HclEl(久J1'.Coincc1 

耐え S~iuc;;üe .Ju引 ωL(1i'io:I>;，:ndeio:) i口-:-.11(-'1..S. Sllpr(;;nt泊心OL11れに~(-' A brrnロマ 1

.5'.616 (1号~¥)J 

，1' ':¥'.1;、日1);ドi¥';'::KI.LJP';、F'o:""1【";【1;1':11州 ;1;1 (;州父I"lTl'11(川 J，:Pi)は l 川 1"11;- PUlI': 1 

(KY.: Harpcγ&. Br0ユcrs.: 060) 7::) 

4 月，'fljf;π喜「芯i1、学'f: 人権与論市JI "有斐問、 l古川年ノ 248--261 f{、長谷川
ぷよ1「テレピの選法理論 多メディァ.;)多デヤ J ネル:引での紋送法制i 九川、

支持、 199乙京) り--32頁な〆参照

4:3 甫:'，'1;;'共有「見J法長投""1 J :，: 1半日l'=i耐i主、 1988年: 181 J'，、，)、村氏~-';ι 王|改

訂版:1:出窓片、 199ょ~) 3Gnなと参照ハ

"松 !I 茂~:I ヨドト181出 _JI i、有を悶 小川年)114-'11:，買ご松 1，支言!救J1lま

民主的政治ブu七スω権利保誌に特権的[而他を泣/。

二日誌58(2-49:>):J29 l円只1



判例研究

i{j的品)をめぐる民ム守二-lC:的討口元の伐山、古= 十台、となぺて発足してきた。

日イ11;救IK;立第 の伺への 11 己雨現の校:況は~. itxii~: L，、更に つの間清uご)J'1.. j、

;1 さんの自作どJ選択~フ、 それを実行 1._~.移す [1段 ß択 ιレ汀い

そこ明、①を前八の 1:[1の内在内1出↑立であ i;、"1i':1Iヲ刊誌をも夜L，'， 

る権利"切り九と I'r:: 0)権，f'J(γighL出 lru:1l1火、)1 'J として 個人自J利誌の保

i涯の円 L'~ な品目さを 7 止る すなわち、「切り Hとてのほ手IJ論は明人U):'114士

それ

主主えた

の恨源的州市!A'~;t:明す乙 そし亡、 2~-'rt' ;(¥:現1$型の子役的選択の側1百シ捉え、

芸年~'~'~表現が政治的E主主とは、表現初日リにj-;:.(>.\:等 l山であるーことを主張万るも

の?あるが、 i出7Jで、火現l釘ID(まtJ，日ーとのJl.f宇が制関になる限:)む評会的手'Iぷ

に !r'J挫ずる可F引っ千二主張す〆30( すなわち、政治伊~-~弓論以外にも炉人的受益らう

よ的の-lo:見の白との?ニ:¥U、的保障を;I、げながら、従来の政治的口論の特権的地{;'i

i二、「キネ手る有干授のjff沼 l 三いう紅会的禾'1訴が、表現の斗「竹の'，'1]約根拠へ長}J'C

U;j作用こして間< r 公訴;;~}~主のための公布 J 機官民むあ〉たことを強調 j る J つ

まi)、 l 争税な斉tHO)流通」という 1;;戸， ~:I誌は、何人J) ::_i律と相補内循王寺;悶

係!こあ :i悩人の自11':，並ぶ俣拠保許 Eある 2ν て、主現の自由 J!保~+_ . -ijJ-I;'ドJe長

担1を、表現窯叩リじ〉公誠治、位への，:_，J:干ドを実J主する「段的@ii，占であるか台治、;二苛い

ごいる~ ~ ';t:去に、公採に応じし政i::-i:'fg百論に資する手，己割{jL:(コ''''うな iえ 1

t正U)公的市議」という杭度1St1，開問な恨1?1i}).:夫元と、創造町表現に資する小説の

よう主 113 人の向什!:~-~;;士会 l と v ハミ::'11:閃{出位返本的な，L~Ji;I1 (n次えに '-JJUできjJ、

計会的利益とのLL削!I-"i~lh[が '1 じたj持今ふれ fれの校予ï!!: O) 、火 lじに足、とた五百オ1旬、必

要となる， i主っ仁川ト誌のジヤ /Jしであっても長初{;'ら司寸引のχ名を学(f

七1I、仮れを，fj-Jいてモチルの軒疋性主 j明示しだけ γる二ュー・ジャ ァリズム

心 、。、凡しJ)Ih¥υυ:-，1:-，.λ川、じ日lしIIIヘ己民C1l刈¥' (Ha:'v2fcl hl:yers:ty .:-'ress. EliS;' ノト

1殺，小刈公，野坂泰司尖説、権利凶 (木将rl:， 1980年 参:!~ご泣配的な也

八れ1':とIi問中日川 illl:，OIlく川yl を!t1治1'1(;な総tJペJ縫九!とし ζ整中する合恕で

あ品。勿論、単なる個人の日立的なAJ};I民主主、白rl1ではなく‘ 774iといっ公共的

ルぃルkilf!j約さ jした「社会的なもの」の沢明プJミ下，jJ是lなってい{，)，

日制村・前掲苦二 3 巳 2，+民主主照一

li 臼 H持治 l斗ーフ勺レ小説 1現代10'，害防情紅、静W (2) 口本計山T町、 15Y2年)

201 買にも、表現出動そのものが持つネLI?バJ機能にノhする怯if-な配慮が必定で

あり、~1-\~ キヰ二五的 tt 児形成機能，"長前;j:J迭の機PE」のつ→ l川市十川中理念:に対

応させるこ介の必要性に言及 Jーと〉

l7~J .1 II:i当日お(2"日)日号



況中判l7jf;:汗芯

「法グ〕料先日立、才イ高で、、う弓 yレノj、M間当，.とは作者グ)創作斉1'10)淫し、が明柿?で

あ)1、表現主主)J月が♂Jjl;~れる l

しにかう亡、小説刀人間の::'Jj印8(;自ijt))寸niFに|謂わる芸作であると'..;'う去三i
i果誌の根拠(I1己実母1問題¥それをki-J--:，'-=:，f.t-tF告の手段l主択で去る友埼類

型;こ J る他苫共存との利~~日芳、 不法行為j問題とのレヘ Jl--を切り自よす必要が

ある判ρ 小説れ場合は二れデルの特定件あ匂いは夜害J?と不デル人物とのJnJ-';":

がc;jj止にな J-C賄め亡、科で段J己 ブライパン よ交告の|ち1短がlt.:-L': ;，心 山川教

授は、ノー字表現の不}去作)'1，のト比心を、モコルと実宗門人物がし iかにi'Iく (本人

もしくはそれっし~) -J、現l されごいたかといろ、現実り即断を測るくr~-J;J= I 日 'fl~

引の判I¥S:;):こ宝山ヰ者くことにより、 l モァザルノト必の事例において、芸品一グ)i'~J 

E、に工 ljl主口、?上を争つ必要はなくな 介 +';;R-ifーノム

j とh寸表現行為的特十から考祭「令に、モコ.，'を求めた

小説ごも「小説家がNi入かの i黙心、術的メノセ ン)を?云スミd::1仰のために

12誠人物ヤそのコ l'、ノ->" ;;!:'-4lなる手段と_.'-C ffj:. -，-(いノゴγ過ぎない''''JζJ足

とろるとめ、報j立1<.ゴ克〉はj主1.，，'丈住人物、乃特定性を自出にぽ則、イヒできる以 F十九

めるかし、 f宇(j-(!)烹l叫に乏して、読訂によ}て実イIク)人物が特疋TiJf同:-'':'-c

あれば、 fl:~-i ， 1 切谷や人坊の取り拾し;方 長現方辺、;こよ"て 名詩)J!Z1員やプラ f
2 

パン 伝4古ムσの)1成北、;，する余地がU砧Uてくるο そUの)1際筏の干利IJ士三剥問衿よ LてJはよ、 ;字れドれ1-:せざ1弓や:ドJフブ

ラ/ハン 侵'~言式再; ~は玉ν，ノ小P

l直巨2大友史史;l羽詰七 l同ロ吋Jl悦矛ぴの)子-法ぜfιじλ0の〉丈三台ラごとに干検主日市?されるのか、 その万も恥曹に埋ご

あった)寸なわ夫、花]':1:の下 j、と点照がlへ別で弐ないIぉ;r:よe 小説の点情ιぎt，+

配慮"、虚実♂);iキタ人 体性自体ふ長1rj:-:;:去て:lU 見合〈し、伝古の11J，(iiは、作省ぴ〉デ

制 可申牛=トρ1元校「可っ"')1小説"おし?るノ勺フイパシ ι}4r、J日本社、学II

tき -ij' (~OO(、年 95n-参 i凶 lつまり、芸術こしてた認されるのは、文学的に

優れ f'-Jく現シし 1~--.よりも、いかに'j;'j:' "ぞかけはなれ六 j日克になって~，\;;::)1.1'、 え

しミう y ころで判刑Jさi:.."C¥"ゐ。 lとM門「るη
lり ιCJ. M')伺;+'，'18• 9~)凡参加。

'-n 夜 J~~;十人イョ lん川小lト、:説λ坑の〉不デ}ルμ とゾライパ乙一Ji'，詰i、:学;三芋1主ニ救t主ごi凶日n号JU山99引5年¥11;'支{
りり，

ラノト2以}沿:3i午ι耳口3む2--;)ω巴3頁なyでも指;抑l川4さrれJてきた η

52 __~~.前掲苦二31 巳 3')つ口、涼罰"笥梶注初日: 17日芯片手、- ，~rにプ 7 イ F くシ

i';¥害グ)武子i'(')結京にJLが同る IJ同性をノ']Jむこ

二日誌58(2'491):!27 l的1



判例研究

アァルメ(~容)を読者カ剥障とお ;.4!Zゐか半実と誤認寸とかに大えく|叫 H，寸

るといペテこが和IJIJII 学~G';) J 、 iQ:~;:Z識であったぺ ，かし、ブl'突が析が ~qした

場イヘまには読者炉開桂;一事支と 5再認する場介;二、基本町'~ ('-:リ li退去三 ~C; J.止にJ、に4

~'I'<:ll!レはじ{jjl] さ t して v 、ない}小沢が壬デル人坊の社会内~'f'f岨を lC， e :_え(-，i♂め

るには、ノJ、五~，.;)去.iJi. に半突の摘小または挙実と誤認される描弓が安門と在り、

有iュQ1<現と!円以、公共イ、公川円 台、実または良=担当イがあれば免頁され念叫

f也方、ブラ「パシ 侵当u士、温常人の欲しなv、私事のうと同な〉、円定式化され、

やはり七デ/しとさ J'J 人物が去的人舟であ i~:.J:'公共;"1ゃ公占/f.'!'Iに持する弔Jflは

ノァ fハンー料減に影号どすると考えられている G 1L1iの i対:'J も、司王()~:I存iぷも

しくは事らたこ玖芯ミせゐ J請うPが ~!..:::{t である なお、竹腎JR.>V 音らつ侵'~::)，土、 ~YI 誉

の:勺の概Jく2:のむとつご L:~れ 庄〕白々のヘィ寺町1耐{直について九守ゐ+在日e'J

1，; ;;j 涯であつしかうては法的保J4に似しないとされたが~~、近;;:~.二、法的 ;jè

諜;こ甘トヲミJ手'1持こして山どする三百:子が多いものの、 i主目的ぷf百J)領械の問手円で

あるので、知L粂ヂIなi:-t;f'f':-;l災之の対象仁はさナ、な v人また、広沌 1¥1なi:-t;f'fl，;)j0:i斉?l:"

~，í，~心る説よりは Fその侵出が般 rhICの菅沼町感註かり L て 引会直走:ト討さ

れる限度を拭えたi毎年行為につい L は、法前1T，~Rrr;を認め，)~ 不法行為としえな

日杉浦上じ興「 ξヂル小山 名言投お‘アライパン 佼害のhlzt ぺ、;& ~-.ヤ、百、

(二品ぐ主'， ~I 事1';"- I 法律のひ?;，(-f(199WLi 1:2号60-61民主主H叱

川 E品・前約n-:~'l . GG 自{"f':立、出力、[甘な事'，*-7) 組み込まれ l、，-ミ， 1 訪台、~.~.

tfb印汀主!tjモミれる免責めが、理rう詔!tjの:r';1ν〉、あるとする 松井茂記 1U :;'，>1:1、
誌の公式lブライワ ン 浸r三一おで設お保守Ji'と律時枝'72iさ4弓 (20(1(1午
!07頁ち;司12足首と併すと

l叩竹CJ市:" I [増補政訂版J プ 7 わらーと足立-ni~rl (判別院:-:~ ì~[ 、 1905 伴 33「

頁 iム;人が拘己拘ム~?f i./)人 h\:l)日f:{:i':，:こつい L 有 -9 る H~üよJ0ム~l'1c ~τ とあっ L 、 1 

在E約な 1 わ \XI志伝の~，f， ji，主，-ふる」と ~~U\Yする 1

日竹11' 部品玉きか;1<) :i幻頁長日 「その は千十会の詳j同や日己の詳-fmi:-:はげで

iLて、 'K ~)tR~ にそ 7) 人が持つ人格的価イ巴(戸部的名誉 ごあり、そ乃ーは、社

会十人.;')人格的川佑につい L与える剖 f;~t; 会的衿告 であり。その二;立、ヨ

三11守でf}-X る iî 己 ÛJ人f(; 的↑illHI:~1 に tJ---9 る評釘{名谷感情) とあるJ とu斗 u

h 品.tj;j祐三さ戸31・2S:l.B.怠l話一

“宗'8'f-，¥.:-)( "名誉柱足元」付税込j 、ょ~)tì1乍) :.;;28頁、子i'.+ij吉「人格住論

1'¥1社、 lil89Bつ 14qなど多田に

らり竹とヨー前川勺雪i';~~!) ， 3 ~OI::f C' 

ISll II:i当日お(2'4f;r;; 98fi 



況中判l7jf;:汗芯

謝料請求を認めるのがi品目立である。

認するに 士デレの特定J年 3子前十是としとモヂル小説じっ迫 i1、問;~(iIIiは、報道 JX

JH c~: 何母"只一体的な悩"I~のれを段jë ・づライパンー浸Jι 合判断寸る 小j~ c~: い

う表現形式がデフ 4ノ メを Jfli じてすれ;t~:九忍を;，~:t五宇む特竹があり、住民↑サ刊町

内際、 44ELすJ立や /~7 ノパシ」促ご!;-の認定 "1 詑f生が 般の事究}Ifc}j:;-:i-')も不当

に広範になるここやf山県ーするお抗がめる仏 庁、作家(土去三}1イiの支任にお"(、

モヂルの問!の九さ/件・ワライパン 枠，i-tj"置g;:)Lかなし"~三の?丹羽l もある

また、 七ア}レ小誌のr，誉nt日・プヲ「パL 綬芦の救済に t~1 しては、 般に

JJl害賠問、慰C1ì←料、主止め、謝:;~j-ム f!?などが考去りれるοJ~害賠償と慰謝料の

請求iよ ね「じだが、学~;.~において、謝罪広円は民法ï2;)条の条えか ιγf 誉ifZ叫

に対応できるが、ブラ〆ハシ 佼吉はらさ投民のように川文化 5れどいなし I

に、有"浸'戸利誌の性告から丸Ji，としいくいとさ"るのが通;rkである 壬ヂノレ7、
設"まヲ~: )~{ lJZjにプフイパシ 侵害が1/1，:¥である山で玖lヲミ:むな;身辺lム;0:;"による救済

はないものと見倣されゐ… j也り、左 11 め仁よるは済は4ニロ~:~でもよいくからての可

能性が論じられときょデハま9'(土、 j 11:(自性を干1.~ I~) 物性短11:1.の絶士J 性的目1引を

机拠 iニ、人格1撃に共づく妨~排除l高求梓ない〆妨1;予防ぃ吉求1告として山主主 11 め

カ認められたのだが、次第に示以来J為の幼鳥としぐもなめιわたU そ心)J主移の

背原、に(j-'~〆'I;'~二ペコプラ f パンーの-i~~I ，:y重\~~~な法主止とする !ιl孔うま肖まつん社会 ;I}~

況がある}特~.: ?;;)互の~，止めが計され{)変11 として、従来一つの学説が存在 J一

るハ

等価ll~校禽昔 (jtt;;iν 討を等価なものとし、 't町役最をわろ

事案によ1II:~、 ι体的事情ふ 4;，~:民主とヲ之}句湖町千リ:孟;説川、

~fl fP-;e: . H~!m汁 23 ， :3)司、松井 ↑i'! ~t.'Jけ引 IOG古なとを凶υ

G 技研':'!~-'1 " f小説 "11にJくぐf試 合めぐる対~-，":武引決 J iLf0.c)ひっぱ2C叫年
3じ号 /:1只にJ行J丙5れてし￥るい
C:': +t ，r\ ，~目「苛 ~J~~広告現代損己沼償法骨，Ij{ (日 j 包さ ブライノ、ン， :11 

+..~;ì 論社、 19'ì~?'\ド 2/J9 旬、日l'コ よな揖-~ u:::-，s . 223民主回
附也、宮前二夫、j肩悼版 私営権品 :"J 薬問、 19G1年，~79 ， ，182F、京'1'惇 lt!;

il、トの認r"，;~fL 1， ijj，λ'12百回、 i9似年) :-l~jl 、 :-;~)21走。 }JC藻 -I~~ cidJ主学会長 22 

1不法行為 1:世情;呪;，1 (付?割引司、 i97!1l;1'.)213.Rtl， i、Ii:I嵐清=品目映会 l 人

格住佼苦よ:4'止め詰十、 了エロス i 虐殺」事刊を喫磯，~: t-cJ半'Jf':J評論1山
号 (1970江) 2 tU::， I、など怠日召 c
n 1殺害者側l士、私中出卜付事 d夫やU'人11';情杭の表記・内手卒、当該私人の司会

二日誌SS:Z'49:J):!2三 l只21
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判例研究

具体的中院では手II3Jfの久史性、および}九九い一能性が際保されな、、ので、

一つグ， 1程刊の宍じ"，11 ，;手尚幸宏明時に準81;化ヲるまH/~:_(円相J J，;i:街帯話~C<j 

2) 村氏の3三日、tl，立 l表王立の自由主仰('(i)0 民主主1日ト十2、))1'→ '1基盤で品る

支現グ'1111[G'lf是認什を片ラEする:i表現行為が社子、のよじ当な弥L、tfでない、

"，:tI-"3主功行品が.iJi.実的J守まであるとし寸 要1'1で;::;出「寸るコ

" ' 現実的悪岩手~(i;" 京現行か到'ifの望iゼをJ守コピ侵害行為:二位んだこと舟

問答者{公務はあ乙いは公正j人物に ~R斗)の 1l-!:) ¥.: -tr~;' -~せるの

亡'7";]."小~;~~0);;三l めと t寸救済情壱の司古E什は':;{:. 11畏のあと」弔門叫吋グ)f幸

治山亡すで:こ '__1及され、:T:【:!I!:Frfi:-，l 口ス+信，~:Z I :;:H午})¥.:5審決定ずも認め lワ

hてはいたが、もi:j.'t:::::条v)表現の1';1111一民高し 事前事|本.に斗たる左，11め:こ珂

しては慎主な考芳(i::JiJ'fl情な要1-tを要請Fる判決引の議NぱJ姿勢、(、子:説iJ概ね

ftT:c 的，，~，ある 権力に」る安易と表現行為規flj:~ ~，二、表現行為 ~;ζ ì~_1主人 1，; 主稲

町~ j~k 位・彩色"ノj 、干しハ公表、こよって実潔に受けた不干'1 主主ω五三係・引麦、!:;.どを

考隠し、加害者側l土、当該作品の j1'1<; 作品 l'でのね佼害者に持するi支出のむ

係、当該叙述が十下WI~-:--14.， O) ;tg旨に H召らし、久に必止やむを得なし寸J のマあった

か、 445主叙述以外 C})衣J~[あるし 1 は同定 ~Hî~牲を排除する去三」が '-'J 能であっ f か、

などが枚"ずされる J

わ良大I'UH戸相→61イ1-G 幻 111~集作者 4 号8ìつ il I，LノJジ吋 フル事で~:r崩

Fわた A

ωi目立相'Ti乏を :i:;徒としつう、 rィ干ntはのような免:P:-it.Ijiのイ1在、rしずいないブ
ラノイパン 伝 J古Jの l主ii、性中l附たl学をできる張り n)j惟¥.:L c!:う，'-"-，t-;~) ~~旦(いわゆ

るJrt!ff~1 ♀比較街 8:;~SLì であり、竹 i11 .前t~~宅 r土;，;:)・ :~3:;1有害照パ

“政，[]と公務只の白血な EA) と批判を+~障寸るためアメ"カで形成された山

町U~:;:~-
州 I (，ミわゆるブライパンー格;土木!，!i 活をみだ i')(，，?公宍されないと ν う法的 ~1~

却ないし惟干1;とし「理解されるから、その佼吉;対LてU:十三百行為のh:L止め

や料衿 R~Tヰ痛}こ凶る të去防法請求梓が認められるべきものであり、叉;主7ρ5条

はこのよろな伝行行為ちなお不伝行品として計何されるべえことを幻ノ;してい

るものと貯釈さるのが lム当じある」と述¥くる

的 I J_~-6;t は人格的利ふり fi"，と， .').J サ.::') :ji:.c d守 ιL て、平:"l^~~0百情な U とし尽 :lK [TI]

復を認めることを lJ:t8ーと F るけれ〉也、人格的刊誌を侵出され ，~~:tli 託子市ユ、ま

た、加J主者に士Jc.て、現J二f了われている侵'古hi)(j)排除を求め、戎(j:)'寸半生ず
べ主侵害の F~方を以d; る請求慌をも千f-'よると ν う一、きずある J と注べ ζ いる U

IS:lJ II:i当日お(::>4[;4);}只4



況中判l7jf;:汗芯

坊主牲をもたよ?と与えむ11-(いるかりであるむ 到にば、 I~(:ctイfなどは差11 め訴

訟にはなく慰謝料詰求なら"包められた可能'["があった事例だこ指摘5れる川l

通説は、差止的は当限表明。)~ヨとh!C)剥訓Ý.:15)-+';する L し、 Jli';i:!、21，;ミ2砲の慌間

の絶対的禁iIの地旨にtdみて、言論の111::('" :'，i¥う止当な剰l拾のわ?史話株のc>i'i叫

と被没;ごいJ位。〉詳細で[f!重な利低雨量か去、渋だとし、司法判l釘といえとも厳存

な'~-{↓によるわ~，めて鵡jiJ的行使'"支持 -C:I'る{ むだ生I-t;事件(東京

地(;;.:汗J口将軍 9斗12:I半IJ，;y:]集未裕裁) 1止、三とめ認否の豆半も従/J'寸乙こ止な

く古，o 七T")レ小恥)の走11'_'りを;17fミしたと ρ う-

しかし、従来のほ利侵害ベ川、μ、行為、京l;sH島最在どをê'1~拠にするのとはJ.ilj( こ、

最近のさill め可也いによ"~'. 'ては、 t左手 E反からの検Jすが台却している"連;む

な侵害ゃれ1 り逗 L の危険l 井J~ての主止めには、 ð'ヒ自の要件を考古 t ，zJ ，(~~性-ワ

が主張され始めたのだが、表現のじ「↑1的辛前走iIめに土「る三重論ヂ人祢を占

的 コ[，方ジャ ~f-' Jl宇伴，"，1が公共のfl害に閃する誠治的自凶グlt前;ぶ 11めの

リーァ J ンゲうースとされ、示法行為におけるわ詳\V.~山示基 "-J< -iさ l めのlJJ1員
が、ぷ之売の自由 u お~j ，?:，例外比例約〉してH'崖つ、けら hてきと。 12市長j見のす

11め令不1王ht告に小るfρ耳可能['，が認められて v、る手〉門的、人?計年十J77をよヰ住

(f~; な:f;:j約とし γ;".711のた 11 め々 FIH じる竿:説はほとんど主よか，，た J 最近、 プラ f

パンーや辻法709争心不法行為構成こ il~ なる根拠こして差iIめ;，~求手可能

，，)五十 tJ;.\l'青『人情権法概~çli九 (有斐閣、 2(1¥.1::)年)2:)::吋t"，

i ムんT:~ぐ時・イミfIJi;!ç; 刊批」い 1'1走 14年 r~旦 lよzn 骨U;'H~~U ン工リス i' 1246号(2()(s

午'1 1 n=r (， . ~己コれごいるが、この判 U，~: 河 Lて;三池hト情的が入Tできなし残
乙、ーパコιz
、州内J ー}

7三蕊;'[;:[交正 1担古賠償法のiM注 u吃文章、 200つ咋 3: "tt~，おける 1 市誌が;会

，})民 J内的なれ;上J~類型刀、九九位:~0立設の民誌の+l切れ化合 [;CZj る脅怨にお， 'てお}t:g:う

ことができ<;:..J、71子旧;.，Ie，己， ;'Ji代不法行為法学σノ議辺 健伝平示:Jよ之の公共1己与や
めぐりご d、の科学 i~--0' (:';()():):rF_) i47頁;品いて「阪侵古手IJ訴の公宍化の1:'で、

不法行為山J授は、お J古Jtf補機能だけで J士〈、 f主斥違反行為F;111.r，'，能を沼だされ
ているご j などのJ行事均を参1討ハ
日 n十嵐=藤UIj t主将住日 G頁 J

;-'1員 k:ぢ昭和61・6・11計J!l! 般論こして、l、公共的手j主主ド伺ヲる事項であ

り、くとl衣現|勺むが具だではなく、専ら'I:訴を阿るr-;~つのものではないこ).が明

斗守あり、 ~)技官 5'泊、:f:i:九にして去し〈出促医君主な tt-r戸を被る J弐か志るとさ、

人栴哨に法ゴ!!;;;手;めァj<]jlY)Iヲ乱るとしたこ

二日誌58(2 '493) :!2_'>， l品1



判例研究

合る E見7けが説かれるカ 弓 :y;レ小説。〕不法frllとのよtl連は十聞である J 小説の

1'1111な流通という紅会法治仁守ら関心が写われている現在:立 主11..y'-;可能件の

恨却とが小説自体内会術性 Lい流伝dよ刊1tとの笥主主判断l 亘点が宣かすし ~C'..;もる

だだし、迂年l土、イン夕 方、 1，'"宇のt:'i，'，[: -:__い発達iCj半う情報民主境の%:化も

あり、表JEn放置i士、 l沼くの繰り j込し J を拡大させる五 t";h_かあり、判ktbl二侵

害千日げするためにノ十11めが士効でめる"存収7_.-rJ流通に来セられマカら、

人絡はf主宰に武ワ~-. i:-出版物や書き ι九にヌ';;-人て左止めが請求され?場何土、

よt" j通りの表現ワ)U :71 ~..:~kJγ る事拐事;J::;Ij+;~誌とはし正当リして考えるほろがよ 1 ミく

" 'う指11サドウミある 般にごH1にはメディアのす~;)王に。り、去問。ノ白出は-}<JJi干

段の代件け キ松十という内で宝ぷc);lw;が広予っているのにMI〆、 九十百枠慢7Tて

の救済;品世が検却の紀対会止 ζν う丘、統一り J~請のまま主」とめ; 革主IJ的では救i7i

の対果L欠けるとの師走は指摘されてtλ 匂→

以上りよ}令状i'F.のうちに、本判;J;が下さ札た J

考察

モデル小説における名誉・プライパシー・名誉感情の侵害

本判決。〉百九円を、一点取れ 1lFょう 2思う 一つはモアル小説の違法性刊断

リ'f'r-:章夫 11'ヘ誌と7'弓/パシ j 田島奈彦 1.り'f'h章った 古川 IU専制・

市持出27.29闘志 J侶

議買 おけ呂書作72.17oP参1君 主丈、紙%程了「小説によi;::)+l雪量"J汁ζ ブ
ラ d ワ→シ ffす芦 ~iて 11-~~'I:_;守宅 A 号 (ヲ日OJ年 l 幻頁ーとは「公開を望まない在、''Ji(i) 

公表 いう違法な状況は目玉こ王子:fl しており、差11めは住意昧なので、出版公去

の禁止:ょ有切な救減方話、 Cはあ)侍?にい iも)-::;と'.、、故ア初'iJσの〉公1衣三と

公支σのノ規?閉噴ぷ/占JパJ法主、範1
1となこ会与鹿して、波，;i;の拡 i、寺 j;1Iえる二とそ主町、と1

ゐ制限一いう式市jも叫詑である J シ述べる)

"イーノタ コλyト引菅名刊 l土、所名tワ在、人H上の悪6，，/)升き込みのWfs'~'t';を

向め、差 LCfi請求の相 fをフ口ハイダ に求め之3訴予:が増えてし '0- 反回、対

抗百論0)メド5性が保除されるサ 11、』ごは、安易な削除σ)8;i-fjcよりも、ョ見t
11守;，-J.;し正l';f:~ム表明と応1';;リ1 ることが健全だと写る論もある。安永 l戸口;i l イ

ンターネツヘ ιでの名誉 e ブヲイバラ 侵旨刀るよJ のû、的保~1Íiの現状J K同以、i~

;J;1:)3者，1::5号 (20何年 号日去を r:~百 t る亡、人，~-};'c.-g誌の起用の j事はかなり:)j{

Jf.されると寸メノト Lている。

lSfi.l II:i当日お(2-4[;2;;}只2



況中判l7jf;:汗芯

。)~己~，口?あとご 客、原審は旬々の被'f，;;(~ f:Jままに応じて個別的 lこうj'-~:)-r' :_~、それ

ぞれの侵害が涜合すると確定しにが d十弐[;1:~ょ本件小白~J)T~ミ珂係に基っき、

引を E ブライパγ 一・れ在日全 i'~の伝二が認定されるこどを員定するのみ-で切

日IJの;止問はしていなv このi司法的 ~í，ÆJ，出没 l 、ノド件小山におし εてさて現jの 111::

(l)日i情.!p重要性が当誌そデルことった人物の人格的利主主とどのように比較樟l呈

されたのかが不透明であるとのま旨怖は年い 1刊止ば、名 1~~'5支出の場台 干支出

埋;ht 工品佐賀Yパ埋{正シのようにi、L 誼つけられ?のか円、あゐ v、;主、作手:1しし

てよ成熟なプヲイパL のず戸しこま1 いてち、どのような'，'，T，~占的比較相Î_;~C) ~ ~こ

佼菩が認め lヮれたのか刷、また、品川 i~'r百の十三害とは具体 I}(; にMを J 日 L'( いる

の力、3.l、 侮蔑」に苦手換ズてもぶいの刀など 最，えじはt司ヲ山ゐモデル小

説の主I1、住tが初めと乙及され丈今~ノベ;もJGJわ白)-r、確かl、これらの点はふ
明隙である n没法↑1を比二時二 LこLたまま"、主iL!な|叫'L、が迂!め効果円三三台に杉勺

ごしまうため、n:-<の混乱をす召米しごし 3る4う;こ県われるっそ、こで、 '"J献な萩

凶七、，;，.;刊i-l-，との走法刊/的主主官房改めマまとめごみたいこと、う

ーっけ に採 1) f-，~， :}μv 占は、\":ユ円、小説のオ止めじついてであるー本科は、

担J伝1:'，1;1~ 1m: (')いわ ~fiì~::令した以{了で長 11-，;\:1):，古求を Ei存した!こ渦 3ぎなく l 弔例目

)'v~ • 811謁注71.U頁では、 R土売の片 山千人M権の根幹に問し、 u 学界に
とどまりなL九〈誌な叶公的求前が'1まれていた事吋だけに、最尚裁の法律相展

|井lを目H寸された詩人科f九円出は「 しわに烹 Jヨ;ないものであった J と)1，*11l~ 亡

いる" ~'I?-' Ht~引土5: ・ ;-n 貝も l 主日立がJ守つよE さという点からみと、 7こ[主なと

ころ茶気泊ずなし、」と注べ{)"

79 ふ片が佑「ノj、 I~}~表現の :'::11 とモデルの人権 l 法伴吋平日7に者 3 0 (:，:ll::::li';:n 1U9 
民主主Ui:1 本引lJ iたが~I~ する つの川例は共に平実:~道 0)1'1音波打であるが、志

件は小説におけふブフ/パシー佼三与が主要な要;君とあるから、'jl菜の克明:])1日

i台心安当けが説判不jよであるこ工張するい
間)川島日品詐79.l(JD頁参照

k 沌(皐"i'b証・本判決「判此 I NBL?H号 (20~)S午 ~11 民乞誉品惜の侵';:1:;が

名言、プラム、シーの保守カら独1r，l_"-C 問符[となす l たヰ~~Aては/少なく J 、子のよえ

うえのあり方のliiljJ，;;杉t~t(主今絞めflj1タj ・学訟の夜間企ねたな ~-jればなムないと

0))行摘がある

た J 士長 刊抱ι下7D・ll:J1互参照 被古昔の車問い比べμ現者の刊誌が希薄三あ

り、まさ lめ是認l主去の私人や去共十干の河川にも、 IJ， ~ì~:表現の U 巾に i 分な配層

カ欠落している、(こ民べるハ

二日誌58(2-49.:.):J21 l同1



判例研究

同dこととまるといっ.111Mいト昔でにあるように、 ¥)作権;こ長っく差め南京

の認行も、 Wi象 r山 ~~~~rl，Slかな巴れアいない/ト誌の品以:5;のC:.II'.Yうは、名書，

つラノハ れを感情の総fi 約千住が仁J 能な場イ'ì~:>豆「て「占ボが訳、佐，'5i ~ 

るのか、あゐいはいずれかの侵J再が問題になった場合でも情々にπ:め品求が

川市なのか叫、円前としたら、どのような要件におい t なのか、桁ぎがH~I庶で

あるこれは、 が件，;，~}~の違法'1'::;誌がにが暖叫になままに欣博子きれた予とに起 Il，I'j

ている一成じゐ。

kfJ 専交の被侵'~奇利益!C lJ -，るそデ】レ小山内j立法;"1τ:うまiIめとの院イユを少し

?も，，~確叱で主れほ、干νηつある〕

f モデル'I、説ょっノ九えとしての限収，¥'進:'J、性

ピノ-.，'ルノj、:;:~(j)特弘十を考える際に、最高司、判決中にJlelされた市掲最判61午

判Ii又:-:1(，方会マーサ ν 一 事件 ζ の]'(同をどう採去るかがj宰概念になるc 件ク')-ti 

f'H土品;授の主11的会出めムれたとし刊にiごノ¥fIと収済効エが類似しごい令η
かL、それそれみま王伝型、二追"，，6ム午判決事例は報志夫現い関わり， C，lt方ジ t

'，1 

プル J 引共事 11 めは ~U事:[~~~↑i" ク)措置であったc 読荷にとっては、 K'T抗争弘、ク)
公11，'，'牛と将来(i)~~ Jしの料品確保のために兵去の情報がうえ刀、せないu 手ijti 衣;り-~ ~こ

依イ:しているTtt(ηi，u，Io i年相1:よ、自んの公共の平I;~~' に欠かせない利王立 lごある。

Lかし、 ';1こhンヤーナJl/.Jポ刊:土、公Jt:.関わるポ.--;-~戟 j立の正当な fZ現類司!

とは認めふれず、 1宇J誉;民投1立I机0の).:注主i迂去什

i仙リ山』方、 J玄t示甘靴f;を1どf、ぷ;λ、する斗小、:弓ム~に〆JぷJi~められる衣土坑花ρの〉向l杓Jμ寸{はよ灯↑ρ何ヨ可Iド「包あろう イ本'1件牛4吉
】σの)J代七浬人の ヘ εある木村肖介守弁、目或i[--f は、公共σの〉問心事 ζiはよ全〈守述~--:'てた、 j娯呉J宋来べや

t化ぱ崎7フ尤Eご実た感をぷdめ;亡い rふふト判ぷ'.-1"ぺ そLしJて、 報J涯立 ν/ 、引の女j 司の '::lMì<~:;'i主 7

山花選前~:t)åt) l 川氏

同 IjL平・務担注;;1・3/;-3::1頁[止、この:者は干:1片沼係がはく、正:£の川確なr<
分 t は疑問を 7:~ て v 、る

に大I本主 本'PJij;;ド'im;I i云デ教室270号 (2003ザノ恥11仕1'11同セレク rlSnヴ
は，、判決;正 名件とともにブ3フイパシ ゃちァ~~f;五育方斗;t害されたJ仕合l二/il

めが認められうるここを示しににすきず、ブラノノ':"-一等のは古のぷで差11め

が認められるレL丈わげではなν 」レtiiMする)
出〈対干す介l'T::.こばくす魚巴辛口、内決の司イ山をめぐってj法律吋報72者7号(20();)

~) !l~J~ のすJ品 大l;f ドl採引きひ L;Rもほ道と文子を l公宍刊益性 。)，ç，~土

IS7J IU当日お(2'4らコ)9S0



況中判l7jf;:汗芯

f二めに吉寸とーを心〉今J!i:;;には戸主し、があるこ士をi:Hμ1.，1:'、る。 しかし、ノj、日誌はとt

なる t~~楽には収まらず、ある請の公J、聞は貝わっ L いるのだ刀旬、島え lこ去三足

。〉自自の告I1約を小説〉沿道で同引することには反対土 Lいいう見解;-'，もある。，'50

らに、そもでも IrllJ者グ〉小恥t おける玄坂の 1'1:r r ，~交付、叫子る JW慨が異去るので

あって、百'1苫は個人の多係性を認める人格的巨律oq:，]¥になる 非公共~;~-~r口1J 

(珂昨「し、{久行は民一 t誌の支出原市、ある「公天守:ttJ で市市するか~だと

:tRtl完し、これまでの l白むυ'dJ[の向山合後者の次い組問によ:{絞さ可がち日っf
とIll'代、 4lSと係長内 yじ的表現キ I~J構成。3をノ~r山ナる υ;。あどじ

さ九、確かに小説かみは、 1白譲に氏 J十品rJ;文明lベJ公共[山手11信託の情報を求め

ているのではなバそうだー正しの、もろ ---_)0)代民的王主主起といお、 I~需の 11 界

での吉t士fな-，n在の叶自性を11jL もう，~: Lているよいえるれろう。 コ誠{んえは

「暑くの人々が小説を「AJ弘、楽Lみ、また読むことを明機と LC紅会につ， ，ご

派〈考ズ 烈しむこ同時に目分を訂、めるためにノ、読lチ読みたいという気立ちh"

があるとしう，トド止は fF~カ守苗きヒい本質や何 l 言こすかはヤくの，'J "1であり、

事実を古かねばならな可、とし， ~;報道やルポに不可涯の:，，:1約がí:くないいこ、「全

く新たな小別世界を u白Jニ印|治寸ることが、小原表現有;こは汗され工いゐ

ぞして、 l より多くの~)rc--fí-)ニ七、スるためには、その 七、えたl什入質?メト背泊f'

ずる必!!-.::'1Jある。 i;湿化γるとめには、 全く引の規ゐ均・担比事皐;I -託す

のがも J ムも有効とあり、 ごド突い持られる必安(土全くない叫 Jブイケシゴ

シ(/)世界[工、読J1伯々人にとヲても、 ":Jl，l実に55かれた日目な裂しみである

しかし、司フルバ、羽のように、 l安易じどイ!の人物の存在感¥'--依十九しプ一小説干iL')

CI，{i)U"-Jる¥"(1円趣旨(あろう J

ψ 七，;lj二1立λlfI Jごι ぐJ.f，l'事イtflWeをのぐ て 木村弁誰|の批判に応去る」
;)、戸川幸}iつ蒋l¥iり ( :~巾(j(J年) 75頁 1

凶絞i1・ H"対'+.51 • '78 "7GtI." 
山庄三者会 捌l主主叩 U臼にJくぐ也、l片山裁判況をめぐりこ :決がJtげかけて

いるもの」法学セ ':;---377号 '2仰3年) 3~ñの 回以広?と言芸誌E

以'lIIi立ぷヴライハンー持; 可涼枠の汗、作実務、(';.1，:.-2堂、こ(J{)日イIJ メユ参凶い

'flli・司格注!);;. 110-119頁参照

回;m:J( :i~ • Hi持品 89'38九ω 山発了i~二 l 伎の読'"グ〉読む権利 v')~~S:疋が

うムされなければならなしとというくだりがある [JJ日に「よ Jば山な壬古をする法

判/芸術会浸すゐ格示:jJらLえものとぷ:到し、丈ヰ;ニのゐ存:σ〕主nl →l"Iie強調する
け九校居決行・ 4判決「刊Ijji七J ~'1桁ジコリスト 170 写 (:;CJCJ日とf-) (メデ 1判例

二日誌58(2-4只D):)';-9 IggJ 



判例研究

(はま、2安買イL人，羽万とコ 一デF戸ぜ勺fν汁i斗 7定E古咋声ヲ究宅どなり、昨鳥雪情と l山l引~，安吏σの〕ツ吋J再臨主;はZなく連託品悦0主tてで忌あるο

小二託」は 等禄4河清?干刊F刊相

土が、 -;:i理性こ十日旬批評で自作8(;市民が宵;u::される公7hh耳b去にお討さでつなか

る~J-'に上 i -，、 ト況は↑下事が現実を完析し t: ，'ê 三1#' に変化よふだろう
q~ もっ

も、 下家が引突の{可かに月主活:さ 1ι 、 [l~;Sク〉山来半;こヰチ フを求均ることはあ

るcあろ人 しかし、その現実ふそのまま踏襲しただけでは、汗倒的割以世界

芥l'n布写し詳何ヰ相えノJに起さゲ、「説音J並んでそれ存 討ーんごいも、に
す玄ない日 J 不 H;:+~なノンブ J クンコユの 丈暑と批判さ札ども仕ノぢがあるまい

方ご、本件 '1、 N~~，:ま 7 クンヨ/というふりも「私小説 J じある、という Dl

識があるかも 1れないI 在、ノl市il土'1'1分ゃありのま王に見つめゐことがよ泣jむ、

いささかも虚偽を交えずに自分をそのまま告?と1しごいくこc:/)~た早川」な淵
山のLデジお〆ルじあると言われどいる n 私心、以の構造は現実と円切収仏、イ、'-IJ

献であるのに本件;左右JJ 、&-r，の~~雫に配おした#世カ o) )j、出r\こ希薄であると υ ，

てれ\"~ ~~-、私，1 、 ~!'L独Ii 01 1'[坪とし行ようなコンセ J 寸}スぴ)存J'Fが、 l昨 f~~ J~? t-L 

会の変化に上っ CPlにH与吉iHL いる L、品、i、:主治宝フ Jクション 2宇土Lの11;!i

)Jり権利をt;¥つlJ~;土、 cRi員のとJ 白とり k; 比かりもノ、ランノ、が.'{i~ く、私小説ク)

伝統的な此得怯はV，!;、説口寺誕百fbになるのず村去るべきであるとも弘前きオL-(~ 

l，'JX 

とこ乃で、本判決!ょド{;i:i官、小ね l の迄Liオ1を認?;てするい当たり まれ~，司ぇ

名人物ιよるネデルのト1古川iを認め、次にI'I

/パシ一?口7午昇ヰ e 名T守幸r感£↑情百の4沼2干存与のあること詩今ト;認志め、 さらにγJ'-it，:叫、i::i=::;il却T卜1-1-1+

F 「 dtIJ た J つまり刈干の壬平ル小説。〉違法七与を与える|で、 i? で bll~~行為を軒

11 巡礼予件)1日f;，
l，'1大1_j-• :1ij1どι七71・H只で{士、 lモデル，1、三えJ (7)行存在設を I.iでt一年僚の定
まコている人物や千yて l 関して、世間 1" ・通l1:iúむな弘右〆 ~j些なる個性的な解

釈を丸示し、イ下rr-のtご;思ベコJ率引を鮮明:.':?'l0.び上がらせる b::7)と杭不してい

るか、小説(/)存イI~ ~育品アi
、 IJI ， é寄ク)li:llfl百匹J制圧[:1..::::拘配されす吉ているようで、星，r，~門

どある

'-:， ，i'~汁・ l j:J~匂汁 n. l~l Jヨー
川崎談会・日i5rgji工的 :1頁の fll発三
Sア荏7主:t-前掲己89' ，~l ~の 山交言c
山座談会・前1品l_::89' ~1-4 3'f至。;，ドれ廿介先 1__1 Q 

l 3~J .I II:i当日お(2'4十'.3;918 



民事判例研究

定し、 lイJで被侵舎利益を特定し、 lウiで阻卦j事由を検討というこ段階で判断して

いる口{古川lだが、 最古裁は、恐らくモテ守ルのl司定それ1'1休を違法性認定の第

の要件としたと思われるコ同定は実名を名jHしたのと同じ効巣がある。形式的

に仮名に開き換えたとしても、|司疋が芥易であれば、実質的には実名で再いた

のと大差な¥.'~そしてそれは公然と他人の話題を流布したことと阿じである。

第ーの iι件と Lて、ノj、両Lの表現形式が私d、J~であったとしても、小~}~において

1<"見内容に他人の名誉投J員・プライパシー伝害・i4ti'感情侵害に関する事項今

含めば、ぞの公表が違法になることを最高裁が初めて止向から肯定したれそし

亡、他人のことを窺わせる去現内容が公共のfll詩に関係があり、その人物が公

的j.L場である場合には、違法t'lliIIl羽事円1を枚"すする余地のあることが不唆され

たu 報道と同様、小説も/.kl".、においては、他人のちさ・ブライパンー・名誉感

情に充分な配慮しなければならないということだろうじ i宣法1河川J羽事的の可能

性も含めて、小説における公点の制約が付されたことになる しかし、小説は

報出表現と異なりjHtな事実に拘点されることはなく、むしろ事実よりもァー

マの普通性に拘束されて作者の限界観をストーリーに乗せて自出に民間させた

ものの公表であるわ今後は、小説のモデル人物のH定可能性を日避し、プライ
パシーや名誉にかかるナトヲミを衣現|判百に作めないような創刊のインセンテイヴ

が働くだろう

さて、以卜のように本判決を受け止めると、 3)r幹事長と立秘苔」事件、@

T誕のあと』事it、(4)欧幽 lエロス l虐殺」事件、 ir;-:T探査一謀長F 事件など

は、全て同RH(の著名な人物や事件がモデルであっ亡、誌にとっとも客観的に

|叶定が容易だと認定されたものである。しかし、必 IUいl泣魚」事件ペコ⑤「ず1

もなき遣を」事件などの折、名の夜、人がモデルである場合は、各観的な|ロliしが谷

姑か存かの判断基準において、 般読者を想定する理由も陵l床で、基準とする

両者が定まらないまま、必ずしも|司定の成所が判ク人と Lなかったり②事件の判

決では、キ娠された五11拠からの客倒的に容姑な阿定が否定され、かっ作者。〉キ

観的な|丙j疋の岩図も行疋されたが、市件は、地域的知人においては、存図的

に同定が容Mであることが認定されたが、 般の読者においては、同定のり能

作を行定された日本判決は読者の範囲に悶 LT 般誌干千円基準を取らず、当該

小説のモデルを知る人物にとって客制的に同定が容砧であると認定し、作者の

創ゼ u、は作打およびモデル人物的周辺の不特定多数の人々の感受件にまで配
慮すべきことを要請したといえる。

北法58(2-487)977 [90] 



判例研究

二川こ、本1'1小説の公友;こJ:.0小法 h~t7におけ之，r宇刈民主だカ 主にi'.'i'， f

ライハシー 名言感情などし〉人格 11 リ信~怯を侵害 L_ 1二ζ) -，" プラ「パシ や名

在感者をl明仰に十年初こp-主づけることを回遊 ν ている姿まうがは主けられるが、

権ヰ1]包'-f!宅lとfネヂlil'矢内に請さ詩えられている現住の判外討す;ijl刊ではこの「よら]で

ラ宅ぺfなのだろう むし右本じ'1:'買わ特徴[立、 人格的 ':11 告に ~Ëとアソイパシ の

lZ治名谷江主怖を目1/こにJ'J1:)立、ごい匂 r，¥¥ ~土刊される J 一殺に名常感情lニア千鋭

的作不:J ;，γ1さくJプライパン なタの枠手11)に(，]泌するも乙ワシ祝え九三;がちであ

るが、ノ"'['1]決 ~i~r誉d情をおl斗にわちiてる lことによって、定法「の根拠を文

める卜亡、殺害者!志↑百が陵%に担金おれる粍神ιj江戸J拍ド相応なE己ぼを Jる

べき :ζ 手正常到したよう}ご忠xる

Ij聖奇 訂以長.; -~--f宇 i土、補三三'j!うだが名古を宝生J員 L プち「ハシ を侵害す-L

場合は、モデル小説は車交の~~~，~的諮汗をロ凶「るものごは J士く、モデルとさ

れた世人的犠牲の h に f~-i~' .品目zlfが+-111-1今得るの~あるから そずル小説 J

i土罰則 j~主法であり、骨格的炭素である事実がrバ共的利え仁関する専柄であり、

兵J丈ーであること、まμ:エ真'士十九ある!.:j-"じるにつき幻コの理由があるこシを i'，r

司lするj号古に;金氏'1':がFlC!引Jされるこしたl'辻、しか J 、法::'e:去JV，とノl市己表現か

MJRυ~+II 穴了巨 1'1 ;;~-ll jLd 28 [] l~集 4 {Sti7:n'i (大了治事件判W~) 参照、

"けれ 111・前拘古注亡に・先日l頁で「感情を;JS条件 lι的史認め対象:な ζζ断

ずるニ}はでえなし、.かし、人(苅l'-C'も jJR感情をもっており、ぞれし均、他人

のイ了砧によ.~~.c 侵害さ1し1目的人格IJiイ:11]佐が侵害されたのと阿様な粍神山両川を
受けることも内定じ主ないれやすべ~C-it (tj 1~:.誌のfJ叫に青くことは 法的

l史上fべfム定lづ¥げること!ーなり、刊以のiti，，-:-.対する期待に添わない結果となる

そこで、名誉感月については、その伝子ヰが 紋rhft.(/I昔忍の感:i'Jかぺして社会
!I-，;:青上足i'ifで宍る浪乏を越えてし、ると'，JJJi される場企じド~~コて、法的以"iを認
めるのが相当 t ある'"と 布市1'1')な;1-:サ保護を認める部J去の玉虫主主:<jたする ι

ムO.l松詐・計十品注21• 1:;7 良は、合的けからモアルつ、~k(Î) i京国IJjR法といっ flj 同i

( :当を附える そ j-";y小説の六三売手段:は独自の{'ι丘、三えがあるいー;民ず心。
まだ、ブイクシヨ/である ~~I..ti!ノトヰιおける違法オl出j、:1ヤIllk，転辺表現i

おけゐ l 相当性 J 理読を持沼する汀につい 1 も、小説にんす寸る品反σ)~結効果

になることを折刑仁、不活切ごあると批判する υ 王た、岡 市ft:， ~:t48 . %長

以、小説守子宮売ら L かな という ，1ii:]:<:]~~.f予〆と形で苦:くことや、批flls'; (criしムcan

l者こくこ弁のみでは主主主?投損、首f三時任、ブラ.{)¥':， 侵主ーにはならない ct- ，~

われ.0 1 と-ejベn 人格的浬f占民買の違法「を可也 Fゐ分析飼町には、あく王で

1:)]1 II:i当日お(2''''日)91行



況中判l7jf;:汗芯

表 Il( J") 吉虫の':;~~; .f:'責の当 íL桜花いお v-て時なる相~~誌にす 1)"' してし ι るものと与え

るなら、その追í1、作や述辻、年間J 却に問し亡、報道~現こ小品表現の近 v を十分

に自覚Lt._'!でさらに検討しておくことが必~-C'あろ人 :'G;事作は、什会的な

注巨皮?話題ゲiに絡めて、 ;41ずの李賢官紋をt:める宣仏子法干{l¥内:tilt:j'よりうをJ立jJ〈
したため、彼主;1:i-O)人格的自1:;1高 t.Rゃアソイパシー に|埼1亡重大な校;?:を

行ったと:て作 r; と出版制の不仁王行為責任がl芯、疋 2 1，!たが、本件 '1、~~:~も、ゆラさ

旦古iJト1:I Ei，';;t受託 L/"l6J去の計定性の丙し，10寺男に、 {!l家(T;t{J1!.ぇ作どしてヰ1.1'二本

(じが(.::世きれていたのであり、小説山体も「じ Jヲミ的小説!と呈f云L、↑7米じっ紅

会灼な，tlli長十手意性をより J¥-!Jぬる作品として党点機会をJ[;つ Lいた枝、況がう

7)がわれるの、伴かに咋主や出版村の'<:J得予モヂルの杭刈や跨み有にずるこ

戸えなくもないハ米司の公-1<(，土-!<fJ'iの白との l'伎をなす庄出であるが、同ヘ誌

に公表「るしベルとメン -r 土人手I_U版記 C公表FゐfJ)ζ では、 公交の部会主規

t立が工渋にj主)J品fヤがめる。快方、公}dこ4ッてよ三千写Pれるi白人心続料もi直人

の人括的価値の牛牧之なすモのである 判th(よ、二れら つo)i匝他。)1:針実と到

主主が子iFIJ不能であると、ぷJ五円逃J辻な妥州効果がj見わ丸、 1入ってぷ現の自由そ

れlJ体が抗日リ崩される市:険!こ陥 j、恒人グ)山洋を支える表羽決能ジ)不ィr'::二日iIコ
ない乙もI;j{ιないコ手ijt;被害がお立fs)f:l1→の保悼の耗凶でさ土':'AiLf:Jが院宗主れ

亡し、るの1，1寸械に、モテル小説被ぢも小説表現の白1:1::が保持1される範IJ1':TjE法
なF三宮がτ文治刀、/).-;.防されるぷうなij、珂を建立す。のが宅ましい I

では、司デ}レノj、説による人需増似合は共午前にどのぶろなJE台を政j斉し、 〆

のような場合を辺J、'I'eii!l却下lμとして珂併すべ弐 L あ《うし流JfJよ;，~党をあら

うじめ虚悼の世界!:)'併しワッ読むのがー殺である。 小説の来しみは、現実世

界王切断き jLt茨J見空間いH~:)を投入し、異次 jじ 11 界を楽しむものである}

ころが、安/人物と作'1'人物このドiJjに;こよ{、読 15 にはdE株 IU 芹と .T~!. 安 IE:# 2 

の次疋が錯帽し、 マ手、 ;l~ を( ，~つ戻りつしと作 -(í'(l)誘三ょによる屍突の淀川を A

，'，す 'Eデル小説l正、作者の長、』によって)，;tf':支の敢行がド;られωので 読者千

;ffiじでモデル;なうえ人物iこだする現実の正[J事とを小乱万lil]に修正一「るf主主主が生

じるυ その怜 11がそ-1-')~人物(1)小本烹であ{川村会的にも是認できる I;R~- をお

え亡し寸:.:，エ、小~}~lJ:公支した不μ、.{J'?ち責任l土問われなければ:::tゐ士，' 

も、行会的是認の烹えに「百九LC線引きを立JヤノJ必要性を玩く j墨旨であ7，う。

汽誉l制約三スれける注法':'t;{~，定を什之する場合の抗日比11;'cJiぺ;f[す£

二日誌58(2-4只:J):!'i三 L'!2) 



判例研究

すなわち、コデルをおιる人物いおいて、 -T."'jつι人物内従来的計会的討何カ仁j

方il;1\' 寸争ムl ミわたり、不 lil."でブプイパンー情報が是~U~ えれた h 、社会的)是

認 3れない苛烈な人QJui詰すを読まされゐモデ J:/小説を'ぺ去Lた場介は そのよ

うな支現[えjnを747んだモーT'-!レ小沢;工法1去ヴある炉したのがイ、判決 C'，}ろう}報

道表 n~は231 ヲミに JJí- つかなけオし(:;fとよない寝泊があり、実ィ:人100) 権利(名手:ヘコ

ブライ ltシー l とよt触するヲ了能刊が大主いが、/ト礼的場合:主、王It*-iL[界に近'-5'

ずjミす γ も、川限グ)}j;~k な f，:q J:r&で i九;:J1. f {)日j 詑生が広 7~f ごいふ h さ三;4J ので、

作号えがhさわさわ定人物のJ耳実世界!こ人"込んできて、人格梓と交錯9る泊frt

(こ巳括的意t1li山に j、つごきた場合:王、 11Jの号11%ノJもやむを待 J いい l'，;:、説

のuii主的手法だと仁亡、的ど支でも現尖への干戸市主的決近、事尖0):';1'1スタイル

を貫く張りは、その公古川:対し、慎重な記者が文務日けられる山LL的ffjl;約が認

められる Uことは主三であろろに

/ 
/ モ戸ル'1、.. ，~(，;h，主1 主引阿 J正事rrT{n~昔i:"ず

ここ ξ、モデルノ、説の人F井戸"f.'j主主佼迭のJ訪台、主主将近のように、ゴ J見の多

除な品、況を似し、と~Jコç(/J 泊る権利に長っくlÇ"Ct:杭ク):ι" 需を根拠 iこした苛J責か

働くかど与かをわif~壬よる A 事件J巨匠代科人の本州 7F護士!立 '1司じボム祉の向 111i 

属 γるものであっても、小説による去四η口止Iと事実消逗による表現の白，11で

は、名誉投出のと比斗いつい亡、古く測ときか1しる測の手'1古前佐の'N乏が1艮本L

呉なるものとり与えを起点としている と述べる 端的;こ;.c_=F.制グ)公的円、f

誌を{~:'件.!1:L維持する ij (j甘のう尚三 L~幻見は、 ι:をな下j、 t 耳:-"5" 'た衣え l の ~1:~J白 '3:

j;jè伸するノニ~)主的行干でである。事実が必然 C ある恨退表現l土、事実ル昔く l での

進1)、平r且よ:Jt'fljがなければ報泣表坑のトイドや手l'訴が手受き1しえない {百万、小

日見はI1111情的多jじ的叶詑性をおき個人(7)自律を↑立し、礼的自由を剤治さ古る〕 j 

たがっ、、でもそも I;/t:栴の['1:#ごめる小~;:~(土本」こがjに ~lf，f守Cあ)しそこに名

;}!D:おの免告が J'E;(喧弔すること白件、が釦l埋であるという。しかし、 Eデ

ルIJ， ~ì~ i，こおいては、 I晃実の実在人坊の社会的ずト実tこt江骨』するF4辿が自:::E-9'---ゐ{

事実C)拘井、がな 1.._)引に、わざわざ叫実。〉領域にUづ1、ご事実を書のは作家の

~(_'~ 11刊・前掲tt注9;;'lHl民芸担つ

"ヲノト~;~- .詩撚it8G・4:_:1同参;!(:[
，1.1松)1.可証.YtJi:l:S;-・山賀参:H

!:J:lj Il:i当日お(2-484;91~ 



況中判l7jf;:汗芯

去|スjであり、げ/ク J ヨ〆どし ι与フ勺ι小説にはく;L-tt法域がみ沼山 cある lοi

とするこ、 T+ら 7 、再いた l モヂル小~S~J はち台政当が北に j;L J\ する危険が

ある。作家の主イ1': スクが同まれi工、自ず~:モデル小説 C)苓結効呆も尚ま

る}壬 7-')~/ト誌の 去の存在忠義を引悩す心~鳴かハ l土、心、孔組!f;~!によ てl土、

)Jニ度予究(7)書き込みが{~然であれば、平行ン人物の~~<:に担S.';~虫する表Jl!，i任容

に問缶4苦渋;誌の児支 it~J干~):.院宗し、作;~.();tt似合訟はするべさであると j

長」れどいと Lかし、不信で戎 J ごいωモデルノト説(土、虚構先日u犯にLl:文

字咋l日にド~.bËL-Cいるので、「三年実の古さ込JJ.-1)'，記、宇人 J になる」とはない

しか!しJ 、戸私、斗小、E説I.~は土現夫と σの〕戸Z護妻口刀がf川介小\l円.~ /i冗4とある凶をヌポ、め仕し冶'0 札ザ孔、r、説iはZ咋家

dの)i感忌受「の 1均詰と子言弓つてむ i主工止: 〆支刀のないlほ式 ζ に型計批t、特ρの，えこ手芋スタイ

丸、 口匂σのコ]琉克士烹;を凝干祝立し真d丈を探巨r-一る 人点欣~~物砲ミ詰百寸あ zるノ 4ι込，づ小lト、説のJ去、，l哩司町1州ノ什4舌答二

に可、のγI誉をnt討中る事実の拘不を含めることは、作択のI品そ「によ勺て、
fh人グ)/r; τ? を生帽をノ、 ~~;I.:こ刷引lに自己討するここむiあろうこたとx小説のヮ ?に

おいてず手段似の事三主的指示が不可欠であると作家が主張[よへとも、 fF系伺

への l均足にしかならな可、 (2~)，:tt .三主主'Iのう;よ井ノハ知人の名誉投損をテ?
;二小説を表刻する 11 当1lß)技者~:~t乏し， ， そ〆て、そのような私小説を釘午す

る玄設やァーマが1-;)(主討を:rきつける丈{;f:， j三現で tめろうかし

H般に、ブライハンー伝:己の免Eも与察する必tょがある υ f~ j邑表現，>おける

プヲイハシ の場合報泣(T】正三il't と ;ìi， -~-q~ お(~ -<;.:，↑2匿の変請とが緊仏関係L

〉たされてえナ r アメ {jカでは、公的rrt_;J)t:.1uc n;;UfC) の法峰古、めず}て、
向己の君主結 名古、生tβ方し!と手により公月存在:こなハた計 またはま広がその

行1')<"1:1十告に f~-r不 f~寺つであろっ戦*:-~選以 14 ニとにJ: i')公的イjーすになっr

77は、プライパシ の権利の却を史う Yする{j、珂である もろ つは公衆:7)

WI，[¥司王 <.publicinlc，csl) 0)法理であって、去りい~ ~-j 込が 1 当士公;r，oI剖心事

"叫iti:natcp::blic cun刊 rn:であるときは、ゾライパシ 党暑にならないと 3

れている1市 そこで、途;}.、七日ji}，li要{，t-としてポ長引行為がサ57の干当なルし事で

，じ不?イ74Tfr 月び U臼に品、ぐ伯、事刊につい乙 1 ，士存性同7 '2:{，~13号、2ω0 十 j

2'11 ft参政 J 免責京社が問題になる余加はありつるが、しかし、それはt十ぶの

引がそれらの免責以1午ふ具体的に主張Lた場jf?に限ムれるとし、本{干のように、

f:"0えが小説のM情供と v うへ，1を宗と場合は、免車以、予引の機能 tる4地:ュな1" ，~ 

いう ~~j~ 旨を百二ペゐ、

，行竹上正 請mrt;J~)~) . 19'/--H出三互参GL

二日誌58(2-4只;-)):)'1_'>' L'!4J 
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めること dìその7<J~. サ容がん当なものでないてと、の つか;riiH拝されているい

この ;:0: '1牛ふそれぞれl設的ヲるこ、まずl勺つは公 Jln利害に関寸る-'1î-注/ごと~， ')宇

土;ーなんつ、リIUi:ζv うプレスt))白出はわJiJ全殺の利益増進に奉i1寸る ιレいへ

f申立 支えられている Lし，治か、し、 j対r刊J与主i1布円Cのヲ平 会l的l円ヲ」厄也も位之ヘ叩コJ舌助 f青桁で勺;泌J兄tな什、 T対I寺訣fレ

なるヰ主ij約肘ぴの)1ド内j勺J容によつて l花|巨一当〈な;::1阿釘札J心l

j決えカある 1叩、ニこと;比二紅悦 C主召ず占、司自'iiの迫it'll'll.!羽目絞凡rdは符易ごはないl

{):， .:~J しては、，hRのt!:~h~、に訴え民ヰ、悲'1げであり品↑すなう;く-}.<、現であれば i立

法けが;j:~"P されな\"，'情」とになるか この「、も1-~T-U 't;'しつ11識による告七、設な

当ご!まめ L、許される j仁!と許さオしないれ坊を[苛う了けされる l とL7':..:旬、

のような根引きの iト斗刊も般的、であi.~J， 

ブ
戸、

さと それではそ7勺ンノト説によ-， -¥.-プライパシ が佼害され丈陽台、欠格R

R~ね公共の利己がを法刊を日-平する保市となるであのう五 モテルヂ公的人物

心掛 lfJ土、出i封 :o)TJ， I:r:.!宇モグ〉手~rniがヂもそも川名の~~!、人 4 りも吹いのと子 ~I)

うrつ(ニ:'，1パ/ は下め縮減去れてしると)~メられる詰\モアルカ勺Hf，:'(r (j) *1， A -( 

あゐ場合ム公的人物である場合でプラノfハシ守公J、の児玉{にたがピJくであろ'.

刀、ハコ ~i-" n を|寸でさせ亡わざわ ~'J:i!，実に /i 三 L ミた午不ク)音|火"土、やはり什/ク

ションにf[;~Iーするごあ〆) ') ~報活;fttJ~ 0) ブフ「ノ、シ~':!~衣'" '11巾(-:.:!'~椛 11(1';や公

共のよ:r~. 目的があれば違法1:が但却されるであろ行が、 L う L -;;f、人的プライハ

ン 定吉 l玉、報泣以::1，('_おい亡も違法阻l.;n.~ 市;ー乏 L い， &1:っ亡、小説の場合

l土J下[:'10)子 マに必!t:であるから書かねば?と九な t、のであろう υ 左門のような

私小説じおvパ-.11:i.名の仏人のプッイパシーの持~T;;よなおのごと不'I: .i lll の勺 マに

必以とあること↓けい，口約はないであゥう(作省;表現り 1.);:の余地カ残され

ιいる万人テ マの必法性!土主主u併|且司河市よはなりえない j

プライパン一段;??の注法性(7)]重要廷は写り俊民主:利旬、の将 }:~t早詩的利七"
ιJ、」、

同考号にかか〕仁しる{公戸、の引によるゾライパ宇一侵害の成{'tと、な肢の判

断 fょ日 I:_i~ 孟であるども与えられる JH rっ行"吋 Uミわゆるセ〆ンテヮ 'f'f?i悦 γ~ù'l

竹iム」 可制喜善所~)~) . 199 H参!~

川竹下・おj招o注:1:1ヅ(JI頁巻原
斗'"竹[C.可'1干望書け55・つ0:氏主:.Cff{ 

"忍上己付 ]t;i古今計三国 ';0員主:;m~

l紙行 司J号出76'78出、IJ、「主主mt

l:Jfi.l II:i当日お(2'4(2) 912 



民事判例研究

人。〉自律に j:~~< I勾わる領域の事柄や、差別の祉財ぐに根付く事柄など)の公表に

関わる場合、違法作はより強まる{他方、公的人物がすでに他の機会で 光度

公表済みのブライパンーは↑百十削思議が縛くなる余地はある。具体的利益与且は

ケ ス田パイ田ケースである。しかし、モデル小引のプライパシー侵害は、モ

デルを知る読者の読書体験を通じて/1じるコ読者がモデ)レのセン〆テイヴ1百十院

を事実らしく受け11めるj;Jlり、作(iのプライパシー侵害責任は免れがたい}し

たがっとモデルの同定を WJ能にしている「モデル小説」は作家側のポ現の創意

|犬によりず!者政相・プライパシー侵宵の回避が干平易である反向、敢えて硲陪

事項をとりた亡て京現する必快性やif当化に乏しく、 m本的に免責を考置する
事円1がないのではないか

本判決で「公?での干1I誌に係わらないXのプライパシーにわたる事項J r公的

立場にないXJ とわざわざ説明があるのは、公的人物や公的関'L、事によっては

違法性阻却事出の叫能性が示唆されただけで、必ずしも、報道去現と同様な違

法引 P~J羽事rt1があると断定しているわけではない付本刊の Xはよ学院生であり

無名の私人であって、プライパンーの予めの糾減を考慮仕る必要は無いという

ml~であるのか、それとも公私的 lメ別によって人格的利益の違法性的税度が違

うと解釈する趣旨であるのか、定かではないが、本判決は純然たる荘、人のモデ

ル小説化の違法性阻却が;'，，)ーされている。積極的に公的情動に取i)組んでいる

わけではない私人であるXは、本人の同立なく不本Eな表現を公衣されるいわ

れもなく、また、その表現内存に社公的なJZd、を超えた苛烈な表JJ，!が施されて

いたυ オγ文よりも普遍性がテ マの純丈学εある限り、同定を谷易にさせた刊

家的責紅は附われよう。モデルをわざわざ容易にH定させる必然はないし、表

現内主主に合まれた名誉・プライハシー侵害に退J、併を|且却させる止当な公話も

ない〕たとえ、作者が CI川難に満ちたく11.> をいかにI1き技くか1という本

件小説のヱ題を小説とし寸形式で支現する上で必'It不可欠」な事境だと主張す

るにしても、モデルを阿定させた責任は作家が引き受けな~，J ;Jutならない〔

(2) 違法な表現の差止め

般に山版の左11めは、表現の1'1111の市太な制約とそけI1めるIIIJきが主流で

ある。その底流には、公共空間の公共必の保障という民キキ1G的要請がある。

そして、本判決中に引刷された最大判昭和44年6月25H r夕刊干11歌111時ポ」ポ

件は、刑U、230.;長ノ 2第 I頃にいう名誉段慣の事実言1r円に関して真克相当t生で

北法58(2-481)971 [96] 
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」いとされた'ji，本と〆て右衿であるカ、実はこのお 審 事:で促と出 ;_~iO) 刈

が術幸が行われて11:.点均衡号という子d、が j二府 L た事支でもある li" 前掲素手'1"，

4下判:止で(ζrJIJ ;J、 230，~~ノ己の土 i定は人俗事どしてのれをの完投己、治社、21-$

による」当な百祐介の調布「をはか(たものけ士点筆7i)J レ j~主べられど I こ:;')

弓.j:..f-Iは、個人(1):~守合をSt担した ζ しても口的が公誌のための I1一三宅なっJí~であっ

たということに利組記守?の違法'1':がI:i1 J;f包れたというヲヲ告であぺとが、他人全

主主 Lても保設される日現;ーは ιりi司次の制怖(:τ、lj生 がなければならない

いうこ亡であコた その法R を肯主ずると、本刊の事案におし円、ち、十三宮され

た人守憶と弓ブ勺レ，、説の伝説とり前却を司らなし:，1 ば公らす、コデル小説J})逗

tをけが配);8-jノムには、 人倍i1i'こ!てのイド"手?を等のノ辰之に勝/ロ、 より，次なモ f

ルト日足止ぃ行記、現i向00'/戸必要とある lUしま手、もろ Jの引用判例ごある日リ

樗長引e6弓iT判決-，1じhジ 1 斗;，/;事1':は、差iIめら1.l~ 1':: ;t)~~， Uイ本子、事実将

.tr'I'.:こおいて公吏(}):~x'! ， 1 、宇む合なく公百 f: 灼も士い/\坊である〕に、被侵害者に

とコてω人格的u律仁関わノSgλでよ lく日慢出掛よな弘主的虞があ，，'二主司令で
あ-~ハ相互批判:.:fi;J誌を」五人ヒるKi::;lj己完ナ議空間ヴU..，~ '1旨な三訟の確保が

445撚てあると#ミられる この場今、た=え、但l人を7ト4るj--'iC'市でも、より l向

次グ)JI当性にょっと述法性が1:1立却される場合かあるが、 i当沖なて飢人メト

ぢずる日けの口訴訟は、選法的 i兄IM外であるよいう表現の白 :~I の内ず日J制jp勺に

よコ亡、芹止めがもトよJ されたものと考えら1しる 1;1

ノ'J2!又fl:工、lH:設に討すてT義的なき町形成を守二jj.;に置いたジ T ナリズム領

域 L はなく、;l-KJ!:i:1界と;JJ!Ir'九た市情の::1界f二円I-!寸メト点的 e 人情的R浮形成

J 村 孝之「フラ J ，、J の伝説に去Jll(7)自同二IJ 耕 E 実務体系 ねな プ

ライパン 1*三品"'l係訴;~l':i)ヘ守林吉院、:2O{)l C) :~16頁己指.t~'J されて v ミる j

2五 l鼠 前掲芸:H:70 丹7勺Rによると、 ::J ロソパ六除壬グ)刊で(土、人権

権侵害に対する弘済子十三としてまずお に~t-: ~i め請求が考えられ亡いるこい

ラη1.む76貝で、わが，:1は人格権基づくさ三I1めの122Plが議論中どが、人当権

侵r.!:， が去二見行必である場行は、!こ;，，'ιf~ 0)去立の自由 0 ，官?尚~.:よ"、さらにやすらか

の謂授がピ、波だしJ討可〕ていゐ

J'f，ll大書人，--;訟のlJ[:b'::: ~利目的 J 法律時R24長 !j 号リ 061 イf'; 16[1'(J， :も

のを知る人力「言論の円11むの絶対性を1:1:ぶよりも、その合列ねな汲界lこ凡

で考ス、どのよ々な日訴の規出:1であれば舎一辻、(tj妥当吋|こ共に災対「ふ有ずるか

を指極的に提不 fる斗要性がある述べる

1:171 Il:i当日お(2.mコ)9i()
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を:ギドHと寸と丈"f:T:以下i{;"である。それゆえにノj、説とい「部長干j， J;j，什恥 1-'-'み
はより 屑多くのl'1 :1 1 が ;;f~除手 hふべ主であるとのこ張がぬJ止に伯するに

Lども、他人の人ト吾作を伝よしながら差止めが認容〈Jれなし，;J':1えは、わ(ニ 1')、

小誌の表現の止 'J~十いが前八の人格権侵芦をハなイトも波注するトきに限るト考

しかし、人格的自律山人格。〉多係性を台む領域内小況の表J;.，t.それヨえりれるぐ

f与が、川行の人問ぼ1::1て干与し、かつての佼再刊!.. ( I..)*j止酎きれ、被害討にとっ

C'Jl迂;口::ruが亘たでp'緋な損Jざや勺えゐ持什;立、主は宵 11':や多様性の};j~沼Li

}こぶける主ん企山己]'!8である c 位首;テ関心〉七、;Ei土苓設いやヘ不正均じ律ぴ)肯て旨

とし 3 うより [;-'J次の ir~性を +hf1 り可J -~市;設があり、 I1 当性士く，~，(他人を害する

だけの表現と 1 て、りとりシ~" -}-)1 J事引のu、立により、 il三11氏やitη一こさる I

引祉コ:'1j刊によっても本判決の主止めは芯汁、2l~誌に主況していない止いミよし

般にi_U版物hこ討する長11均請求権は、 fff約に恭っく↑古格的右主主権、不止t:i

争|坊片付、iI競争|坊 11';土日条 e 特許;'l、 100;匹、実用者r~;f.; U、 2'{ ;:長)ベ J哲作椛 (j雪

作権法112粂 J などの知的財産権i 基づいて LLiめられノゴはか、人官権侵ケ~- ~.-つ

いても認め Jつれるw

: ~~h :，.' ャーサル j 事件は、れ予守 2止ト1日にふる人格帯じよつに山沢義iIめが認

められたが、その絞下地審しはプフイパγ ー伐当による出版l;'Uめも多数認め

られ/::J J i 仁志札、出版差 l めは、作省の作品公表の白土、じ;況の白，11，制

約するだけとなく、 政.-表現Ul'!; じっ芸，j~t;;7J呆をもた hすC¥ 、われる{ そし亡

こり薬編匂J 来 l土、規制の長平治、イ'~hf草であればあるほと大 3 くな!人 lキ試した

衣:lJHJ おに対する士]裁が強くな九;工なるほど大弐くなると tËÎ~kI 気れるが、対象

を叫 ji1tにしん差iIめであれば、行劫元l! iiJlJ :η範 Ift-:;ニ倒 j，h: 限定され、告結対比~(7)

プぷ年l土/、さいk考え()1 LるIFj14、判の杭果がf;'tlイ、古;C~あれば、込よな ~þi. 斉

賠償認平手も萎清効果があるといわれている したがコて、支Jl¥O)臼Elをえ1制す

~~5 国司. HlJ褐り土7:). ::0耳、阿 I;'li :，.:: i水ぐ#1- 東京将tk'i';'J肢を考えゐ J法平
ヤミ→ -~i40うす(j目的存、l り6F{ などを;!:(J

; ::r(，H -4~ 貫 主 lめの手続，¥ζ転手与，"'jt¥訪問再刊'2'1官長鳩山 11:乙ブフ「
77 --'78".8参 Iιノミン ー

例え lよ、収京連決平成 lu 年 i 月 ~4 '1判例ク J ム Z7li口9/;'頁、点京?由i天平

成 S(1 3 J 1 H 1: '，'J例時限1566号i3tl、神ハ尼崎支灰 n立9'r 2 ;，: 1:2: I判ヲ持下2
1GO~せ121 長、ヰ(ç;::也判、 1'，'立仁}干 d 片 23C訪問li干司i..l618す訂同などい

ちオJ村・蒲J号出116・8'7闘志l'?，

二日誌58(2-4円。)(1ι9 1"只1



判例研究

る其 il めが、出市 i におt;:結催~: : ~も萎縮効兵を同める三[ま|現 c，ず、旧版差 il め

，ι 
d 

が損害陪償詰ぶよりも怯市てあるべきということはー慨にはいえない状川てあ

仰し、にj 日しな :a~ り以倍なwイ'1'0) l' i行なわれるのが二三ま Lく、長官、出J;表

現の 1::[が健保寸きる上う、事本主な恰報 J記jffiを会怖さ γないよ c，百論のi正当':"i

をT市保dるr当亡が要請さオしる乙
確かにノj ，~;U之校の 1':111 と報~，bl 表現の 111 土 iよ有「が這うに!てむ、 ，>~}Uつ山市え

の両市"しも客様なれ品が五泌させと主IH、で主主利効果かも;"-c) L -Cはいけない

から、改めて1-1¥坂のまiIめに!喝して報退表現同祢な常持も:1'1が必民であるかの

検討は必要じめるこ :;';ilめがJト説のWI伐の口出;こ萎制効果をもたらさない範問

の較箔1つは日訟であろうーしか!、モァ、;，山引の:i-~;}ミl'に関して主'!.<:-な 1::I!平手再

出が考えられなか~_， -r-占を岩志す之レ、流布に{直Lなし 1違μなモコル九ュミ2l土、

1ノl表現内界に人様桟侵吉を合久，2ノその放置は人格権民 d声の継続または初、人力

牛 i宗が?を、~~ h、， :j!~慢が告しく I小;隷な宿写生 1-; 去之J 庄があるという三要件で

充;fであろう日人情的u待の可能1'1を豊かに弐せる丈止的表現活劫か械設とす
る汁家!土、そのみ現代むにJ克突の人間の人格的予1;誌を ~ð. ~ない上うに配慮γる

小説作1去を Jし，l);けねばなりないのにある 実(:人物ク〉斗テ九/が平手g~，:.::Ir.J ;Eでき

る l 告I;fi:...; と lL もはや形対/Í~h~~ てめり、小説の正完投としてはオゴ要なコもの

てあろう υ ま九、小説と Lての!茂熟・米Jil(執の把握も出版社などの業界て計三

的主任ムし仁川つ六きであ。 l:l~1 収祉が Jとは剖小誌を，l_tz~-:vJ 、 ~~'-c あるか何

コごのJ訪台、 j、百回の同院の-;t-:l~ めとはノj 、説の公 1乙の j:ç.:Llめと考λ、小説のヨ

111と小説71::iIめのu::r:ニ特にじi引しないここにする l
'~，l l~~ . r{::j司河 93 ・ lSl-.R では、こ (J)点を「作家が立R~世性をヰニ ';hずるなら、

高山1 ヘコ同 f~設'w ，~: どをを事~-t /0 こシで!午司のむを t~なわ Flニ I~J 7T' J) 町一 1i~引をよJ

じる fだでもあったiz-9"であり、本fi判決 l'Jjに泳ぐ担 j長は浜gに実
Ú~(/) 人物の !T~:(U~\ に以?燥した rト説手i1、 lJ:附するものとじて ill専な立味合持っこ

いえよう」と、工う νホ:，:j足えてし，7" 

ノ1!i町長会 e おj掲許K日‘，11頁の 111 発 ζ に「新;$)~.! 々し汁雑誌は惟威の高い

t芸碓「止でありま仁そうい:-) ;-'f;制巴の婦長打1;が載せるに位]-2b )(学作:TTIす

めるといろごとを芹 l向いたわけですいその芹H刊と t、つのは、文子を愛する人々

にとっし J口Jnl C 山守H[:あろうと忠われます，J とあるコ 13耐の格:，1け
は刊区lがあるが、現実問旭として、マス e メアノア0)編集権l土汁訂的格l点と信

用;ぶいて現在重要な地P川ある〉いえる

I:)!JI Il:i当日お(':>47S;引宅



民事判例研究

ように吸い、モTル0)存也;を官伝し読者の購買)Jを誘うプレスの責f千はJJI代干十

会におい亡は市大であり、肴j白むきない{

本判決は、「夕刊和歌山時事」事件のように、本件小説と被侵舎利益の利益

街世をわい、人格権侵害を凌駕して保諾されるべき小説の止当件を行疋Lた{

本件のように、モデル人物には何の非もなく、違法性は専ら、作者や，'1"，版社ら

の作山である場合は、正当な小~}~支現の 1'1 rt1の保障の範出外と見倣されうる{

差止めの成否は、その小説的公夫の利益と公去によっ亡受~.rる娼害との利益考

量によってなされたが、本1'1小以表現の止当性を充分検l吋している点に賛成で

あるハまた、本{牛の主止めは、違i1、な「モテつレ小説」の今I査の中行本出版のみ

が肖定され、先に刀干リ i.~; 新{明'L に辿載された過去の作lTI は残りかっ違法引を

修ifずる作品の中行本出版が認められた。必Fしも小説の主主現の白出を制約し

ているとはいえない配晴、がある理的は、 μJi主 '?r~ftが公表倍、の 111 問Jであり、造法

とされた小説も 定lぇ閲覧される機会が保障され、今後の評価に附され委ねら

れる余地が残されているからである また、注法刊さえ除去されれば広範な公

去の機会に聞かれており、作家の玄飾性の追求を継続できる途が残されているι

実際、判決伴定後に修正版の小説が|門j山版社から山版されている。私小説は全

てが不i1となるわけではないじ表現の真塾な工夫にモデルの同意がある場合は

定の違法性阻却事由となりうるだろう。どのようないl意が阻却事由になるか

は、手続きの問題ともEなるが、判例μ、珂の枠内では、同定可能なモデル人物

のH意の範|聞を超えて表現内存に人格的利益の伝宮が含まれる場台に違法性が

問題となる i その場合は、やはりこれまむの判決のように衣現内谷における総

台的な利益術品を碕み重ね、モデル小説の具体的な違法行為と保古された人格

的手IJ詐を向iLL、;1、的観点から小説手iLを是止 fるように発鈴をワえ続けるし

かない付そのf晶子7、小説の表引のif当性は虚構性が完結しているか再かで判断

さオしなければならない{

表引の自由。〉保障の純岡山でUJ能な問版差止めの根拠が、公益目的であるif

当件で事l話考世されるなら、今後は表現行為の違法卜Tが明らかで、侵害が継続

的であれば、被会者。〉人格権侵主が重大かっ回復制離でもなくても、差止めが

認められる余地はあるように忠われる}しかし、思想のl'1111市場を支持する立

場からは長大l現の流通の確保を重んじるため、この件に関してはなお 出の慎

叩な枚"すが必棋だと土張するだろう〉きらに、表現1J為態依の違法件は軽微だ

が侵害がi判長する場什、あるいは連立、性は明らかだが侵害が継続しない場什、

北法S8(2.4i7)9G7 [100] 
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ぞれ'f'j，の差IJめはとのよっな士川犯で司容され、品るいはされないであろうがc

いすれも兵相的被害巧の不利かとの什{問苅係が止11め判'JI輔の糸口になけてつで

ある。まに、去立行為し?;j-it ì~ょにi iJ ;l~微で、伝ざの~::竹士七iこかない場介、人倍格段

者の ~:rr:1主国北な I~ }.'..-什 J だけで、江iI's)の R担な法fヲ根拠トなω余地がある

のかもぷ山おとなりそ λだコ

四 モデル小説の今後の課題

:i)~叫 1;1;; I-'，L口ス--:-}t;~ 之 ゴ1.;é十 l土、以告から rJ; ト";，;~.士十めるよっにという fi;..ぷ

や，lllf::況仁、モァソL 人物の H定がfト烏じ;歩】る仮 r，'~，;-h いたブイクンコン i吹向ギト!刊

行し工うとした'T'4iであっ式 。映阿のI]I'L、のテ マは、リ;(;:，の恋愛砧践による

M均 ì~~Jj、況で、事イr 側部(二品張J苗勺されていたl モテル人物:ユ弔i'後CHミし、事

件ク'n芋~~i ヤ具体ふ~ ，~;;Æ: ~I:についこは秘伝】〆た v 私事ごあったよッ 7':3. ~〆かれ子

の後結必し 泥のりとなり、 年ほと前rl土政胤からも引退 1 力民としての

平程な今析を亨受Lてし，/ごr1-.)分乃映同化lηで品っんーおそらく、 ;fl，'-ト説ζt' 

う士子60伝統のある:1本では、ワイクシヨ jJ;作品iニ-.:t.-j'凡人物ジ)以実を恥 i)

人れるごとに:UUhが少なく、 I~IJ~判 r- ，T..口スー虐殺J は現，足以 rコ寸「力士有する

作品こし-，-::J'註食3れて'，'土 λろう 判決では、!1 R会茶色三事件は問 ~UU) t:i:1:.的事

たである〉いう論.i:r)lかえ名古里Zj員千フライパン 伝言か否定されたの/~'が、好

対照なれば、 Hl弐に本人のH意なく、犯罪事什絞 1 7， -(1 余を経 I~ して小説が苦か

れたノンアィクシゴ〆「でυ~!;.:.:;JI 宇l牛I:!:iである 鼓司裁は苛科等にカ Jつわる1'，

実弁公表校れないここ;ニ法的_;rj:'riW(，_~_ f:B写るこ ν‘ 市民こしと十十二、~.~t足帰%は、

百J'f~ 寺 l トかわ心事:だの:とldよって、羽iC， <形成しでいふ社会生i舌のよド認を
士さョーその吏'1を妨げられな"，利託を台寸る l三とj:lJ小}♂た 占有事慌がi主うの

こっ王[， 1 嵐・ :"1尚喜J十 70 ・ 19D 自で l 陀和 '~5Trえの各を岐酬のベス r テン 1I立

を批汗してお灯、 ん ::1;:T ~!f 止口としてヰ宇治:.，: ~]:すゐことは主主う余地はないハ」 ζ コ

え〆トさ札て'.'-S:) 

山最c';'F戎()布 2}-j iづ口氏柴'18在2号H9Ro
4 ある々が+;-:l~-~-↑十につえ被校門と~i i~_， ~ミム:こは按 F; 人として公，f!台売

起されて刊日とγ主:)、とりわけ白豆、判決す弓 ;j-、服役 !Jfよという事実:.1、その
すfの名誉あふいはf」月，ci1rJ者iかかわゐ争原であるかい、そのすすJ止、みパり i

イーの前科手lこかかわ信事実を公支さ，jL，士いことにつき、示前j"二一iC11内)る利主之

l~cL I I:ì当日お (2'4~日 )96fì



況中判l7jf;:汗芯

で単純いは比較で主な、ウ ;Ji，{ーかっ振り返るとよ*円も作品のJ;判1作LとL土11;土

関係に、告j作の 7わ五F守れ 11 討、，イ:，さしていたなら、ブラ 1 パシーと名誉 r~円育の

伝古であちたのではな旬、たろへか、 4八川町ぎを侍ないまま、作者刀 );的に

モテ!レ l汗J疋のイt:~1 を i，;支 fる均台、{令市交呪の人t;，権侵持によゐ義正作によっ

て、当ヨ主ヰヲ jレ自身が?;在感情をねなう危険性が常にj"]'c¥ 八?きが)Iき2干の危終

に兄対わ札る寸紘'I<::J:~ìJとごえない〉とと 11 めのヰ1;_~.H;\f晋においても、 1' ，!芋枠内

かずはどの昔Lく:U;r:v~隔離な長J占ゃうえるか介うかの判l附は;長要であ乙

創って、 4c1'Iノdt比は作名 ι1われるた均ヘ杓を主人公}こ反対 Lた私小説で

あった 「私小説 lは「わたくししぶうィょっ J とも P われ、作者三身元ta i__~の
ヰ明え叙述!ながら、その;耐のu境 q炉、注してゆく作111であるJ....) 心境小i九

〉も三われる所以である 六iTJ自ll主成)その後史;11する 般に形式 iギ

人公が 人体刀、 人ねy力、l土、私小説的実質しは|叫係争い ζ されてし品位 1'. :'i-{) 

114L秀再~:;:三人祢の}人fとであるが、作者仰壬'l"グ〉分づ中であり↑三社lι私小説

じっ手法で古うれたとい〈るけ私小IÜ~.ょっ止岨ワミ~を基礎とし、作者。lti'lI 映る

事実を)11:'-丈ない交子の津然 体〉しして苧だ2ν てがjき、結クλとる虚構{フイク

ン日/;とは二ユアンスが異なる c また、私小訳と"う !'.diまノj 、 ~5il ク〉村長と l.--T' 、

6.，;主的些'J'を悉く、 !~;l!五の利害関係人の汁可を 1与ずに J::r， }Oi{1意(こ小説の鵠材)二三起

伏 γるので ;;1;J刈の寸主主主千百自みず、私小説作家の特権こ酔汗されても壮)j(j)な

い告;J汁宇iJ、がまかi]Jffi 亡いん}阿部俊弁護士が在、小説のノヘ;j(U三l'和郎の何1~~ (を

を千，'tるものどいJ¥きであるほ而裁i耳Iw! 午(だ J お 宅同 Ll:-/-、午

jTlJ月 jTlJ ，1第一'ト1士廷判決 e支掠ーヵ恭一号六 C頁呑照).-，乙グ，j中l止、白rl)
口なれ等にかかわる挙実σ〉公表が公的絞|引によるものであっても、私人又;:;:私的

トヰ体によるものであジてムノ金わるものではなv九そして、そのJイが有ιi三判況を
J三けと îb~あるいは服役を終えたf去においては、 市民こしア社会復帰ヲるこ

Lが則待きれゐのであ乙小九、 J与の者i止、自"1*'1モfttかかわ，心事実「ノノーと-/d::'l-""，
て、 :ni-Lく必hX:~ -~ぐいる社会，-，;，舌ぴ)、 l'穏を J点さnその史ととを妨げられとよし弓IJj:' 
をふ寸るという J、主であるハ j 三小されたい

ち 『広~~;YQ，第f1:，:;N ，_ (日)02年)害問

。o1剖f"1すl続守イ乍話的事;T浮い9)J lC:¥ジャー十II〆1}岳i1 ~;- .:2002-11-:) 71 
頁;て!J.~;--I'が自汚の私小fA片ノむを批判l していζ こkを引用してし 1る 家;似つプ

ヲノノ行ノ (1)杭ぞの上fこ沖永:s:.i~苫 IJ、成/)止って v ミたこ亡を u 支の;念で 11::f言 L "C

いた l勺し し、つ

二日誌58(2-4円:J):J巳三 :102J 
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もずべ、f.'.寸、読Ti主力ずノ.1)能では，-，いごとを説得的;こ小しているにそ〆ててれま

ーに、作家と局u十ノ〉人間的認張問係。顕在イヒヲなかった舟:~ [の一つに、一方て作

家活動が家慌の'1/再を経符出JI文え、 i也ゲ子家族0)平誌なll'.;}iのtt.牲を作品l

iにするこトで科沖パヲンスが.~k:れ~ノていと 穂の永決出体の経吟刊 (n 1h~母

が、私ノj、説作家の糾泣慮な特権を支え、 トつ家事の人需的利旬、。〉句、担を容易に

限液与?士ていたのどとJ千ij:jされる J

Lかし、本件小説はいぶJ問'8者の問が もはやdぶ江主で:.;;:ないの↑'1-")主の得る

刊誌 ζ 七較して後宇品内、l'穏なとu吉利首長引杭引が'トく析し、えれないところか、

作品が流布4ればオるだけ、i7if二な人ト存法i主宰が絞り返されるおそれがある U

特 iこ、"')>:fl-rト誌の二;かれるまでのしき長ノによると、 XとYI土H治のごく況じ

い友人間係にあ-)IιJ 担L1，'友人間の~f，'c:: ~て、公明を宝まない弘之1 の吐露は

勺きものであり、泌|若の合志はH青黙のう ιL済まされている bのだ吋その」う
な需な人間関係にあうた;こ合拘わ与ず、 x0) ~ÜJ去を取らす、 方::0:.こ小説lの玄
材(しかもウ回は主主仁深ノ喝 3号、する"取りトげ七設いの不4は同 ~3 ~，-弐れ

るべきであり、モデ 人物の人泊目白伴の保陀:こ:;31.， ，ても、公点目百にf，品公ぷ

OJ(，iI売を求めるなどおf百な人:i..i:関係としての断む父3f続えが必以でめろう n

忍う一点、見逃'たく令lミグJ:立出版社の地[比一じめるべ三古代はマス・メデイ 7
判断〆て Xまぎまな l表現0)d ;IJ，が形成主れているこlうても過つではな1.，'u 

Lhがって、 J般ぃ恥来的小説家は I:b ，~j正十ーを渡 i__-(一公長の坊を確保L、同己行

作品グ)el'1，日1 を広く世~:から得る二とが刊誌になる行他ノJ 、1['1版社は作不を 1主以

し汁よiIl十日今ヨえする、と fこょっ亡、 iどιじグ)~;たおか訪れい、か人 ~ki正 l防相J 誌を得

るニとができ令。小説がL!>グ・セラ になり}慌を藍ねるんびl 、時í~ を超え

れ;止すヲを七、大rω 』i版社の統計事j訴はj引いう社会批J与におU、でtE侃できない1:_'

妾な ii、業目的O)'，j業の潟東であ乏 l

また、出版社内知名f支と互い、)Jで多くの川計約;i-r:1与が可詑になるため、出版

~~;東京高百、" 成12年11JJ 211 H判例時持1741-;;}68ft.t;悶 牛?i五本は「刻 1削ti

;i:b ])f~司行数のi'H収不十て、あ 1) 、ゾザrはお 11U l~l フ~}11 '~~-t: を公民 L f.作家であって、

よれ l より社会河湾し、が高ま J ごいるこ〆がrð.われる、そして惚二九:，~.-+.:.~:i 小

町を iii片足寸る意向を ~-Jν ているー本11小説が出版されると、担当の発行部誌に

なるおのと見山王れる，J と i+; 父、羽丘二らがF-，~慨を見との出 i;Ji芯欲ごある P こ

やヨ~rrfl:j、まと汚をがる ;1)::.一小品の説話が7Jiんに).!:わることにも言及〕ている

I I:ì当日お (':>474;96~
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rti土伝統的;ニネ1い作家には防..'ι;じできる¥rJ品にある 経符干J.技1イJR主要i材

から編集計ι山，~ktんはーノC I_~~ '_{~'-¥，作家の指守的"場に山つことが可能である

作抵の明極的な 1十11況のり1:担をする以 、小説による不法行むの品巣;こも連引 L

L一法l可責任を tlうのがC，tL'.:iL:Jじ:?){:;::菜京:1'C，}，る 1111版紅!土私企糸寸ありなが川、

反凶十i会的責f千デ問符されうる乙干|会。〉技会な丈(ヒの流布川但し.Jと〆工、 l 

ft において山版活劫の公~，Ì'叶・公夫刊は広"芯、めム1，!る J 山H:ti討の版完 hii、や、

f: ぷ γ の七品問 Ú~J編集↑1 業 u土小説におけど》ポ円、行為の未然n防止に亘要な匂8îに

なりうる J 本i-':小ilil玉、 I，U!ih:.紅が件'，.."ミを吟味するとXi!)人格1手伝才芹はず手%に予
想さオ1た作品だとほわれるが、私ノj、言拍子i1、川女;こ間オ]、そのr'rがル-.7;であっ

たようド 1 インタ 点、ノ?において公え、ブロパノダーの玄11"'"9えさが}[Ai} ~舎は、

されているのであるか}入ましてゐ、 11 11 設計の編集F在行伎のじJ 佐佐〉丈イじの~ß.

U ミ手とし七の支イ工あ必立場から、↑?水的作品にXh" ゐチヱノク~/~能を 1 で:こ倫

かせるべ誌でめろう c ひとたび弓ワ h小説にょう (Vf、;'1、行為がな芦れたJ持台、

特，.よ三手の11収主は械業f't0専門家と[て法r-1']¥，-I亡;Jr支な注主義務古今長そえれたとし

ても、報官\êg 日刊として構成ずることがはI能であると召ゐ山ハ，~事刊の第

ポ 29は、出版引の晶常J;編集作業(!Ji;烹荘務を重視し、，r!?:-;:，C)れ再投ti勺を認

識しなカら出版に fえんだと認定し l出版のl的、手段位びブ了誌が相当 cある

とは可い粧し.，として、出版社に作家と、η共illj不法行為ヰ認め(，-<.)出版社U)免

:点 l之、出版じっ純白、十|奨ブUセス;おいてい分な子工 y今機能を果たLたかどぺ

刀〉、 ぞれ{[\版同午J と♂段及びんまの ~8.:!江戸で rえするべきで rちろう。

五 まとめ

本 ;'1 の差 11 め請求は出版を(~-ノJ寸る作家と問版十1 に j古];)て認め l コヨーたので、

見支士見の 11111 内事前}):1序の守n去に見えるが、 '-'r'~(l)+~-~バモ通じ仁、必ずしも

~f; A.s)j.池主主境7:市;判日百干日間年 3月ワ，11判例]l'，]'$iW71号ぉ頁では、 『生、主 E

'. .行実録ノjョヨもの名主主投Jf:!こWIし、 lぷよそ出版卒業vこ携わる語、のこL.Tは、 i主i

r:r:こ1"-=ぱかっ政lf:(言い出ドイれや r，!，l:検、審Fするなどししその/'rfr:)'11:;.)-、の:f，
七川三;Jxtn'"9ることのな'.'Jうにす J¥き{七色、R務があるJ r}') (.二、本fT主平， .ぉ(.)
/』虚偽を長過Lfのが辺').J，;e:LJのが雪寺になるハ

ヌu 人阪地判、|叩父7午lつ刀 191--1れ;何時?五158::3号Sヲ民 1

二日誌58(2-4円;-)):!ι1 :1041 
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そうではないことを明らかにできたのではないか〕法の lの表現の自由と聞く

と、君、たちは民ヱヱ義に仕えるジャーづリズムの発想マあるいは素朴に主権者

としての自律の表引の自由だけを想定しやすい。しかし、引実には'SAiJ企業の

マス・メディアを通じて、段則二な責任のJじ|可作業、言論の商品化のん菅生件化

のもとで、われわれは選択的受動的に多桜な表引の消費者になっているレその

ひとつに小恥があ f)、読平均を通じた成構の中で人格的11倖を陶冶するという異

次元のJム現世界を砕保している山現実に宇受できるさまざまなL、現行為は、中

ーの、ド同で従えることのできない、重層的目多次元的なものであるべ)(化の多

様性や価値の多元性はそのような多次π構成の1['で培われるものだろう レその

ように多次元的表現の多様な存存こで表現のUrt1の女王ヨだと認めるなら、各々

の ilf当なJ"J;:.f;毘の白出を徒に規制するときに限り、京現の抑制には慎重にな

り誠事1I的であるべきなのだろう 付確かにJtf史的にも回京に規制され干すい表現

の白出ではあるが、だからといって安易に「去現の自出」を金科ボ条に岡守す

るのではなく、討に'11:.当な」表現の(jeザ立を叫任にしていかなければ、表現の

自由の守るべき本質を逃してしまうだろう

本itは， iノ1誉 ・プライパシー.Yr誉l感情」を一以にして伝吉が認められた。

これらのU、昨l主 人の人栴の多冗的な価値の衣現であるサ刊家の刊?代イ'loMrの

醸し山寸小説世界、読者の反応等、さまざまなコンテクストの中で人格の白律

が脅かされる状況を捉えると、明確に区分された11、静侵害の競合ではなく、統

台的な人格的価値の多元1'1を表象したと与えるのが理にi宣うだろう 3 特に'1'，

誉感情」という11、訴が特筆きれたことは、社会的に受忍できる衣現いl谷の限度

が定められ、人格的自律形成を拐なう表羽領域はや十公的な1正当性を認めないこ

とを象徴したといえそうだυ 最古裁判所は多次1"的表現1，為を認める一方、手十
次元の表現の公ifな自由の博保を古、向したとも， ，元そうだ。事境十民遣が上己羊的

】lす議に資する公共領域であるのに対して、小説は人格的11律にかかわる根源[円

な自由の領岐に接近するコ差止めを認めなければ小説を読むであろう特定多数

の抗告は、当該モデル人物Xと生活困をJじに tる現実社会の人々である〉社会

との交流も、 自律を支える重要な肌実である。市民什会での自律形成は阿民主

権者とし亡の理問l巾11律だけでなく、社会共同休の情緒的つながりによっても

支えられている。そのことをif面から認めた判決かもしれない。本判決は、人

間の11伴を核としてね九態様と被侵害利訴とを相間関係で街世L、法的妥当な

解決を求めたといえる。 U、による差止めが、人倍の自律を守るという if当な日

[lOSJ 北法;;8(2'472)962



況中判l7jf;:汗芯

恥;こ向けての必要辰小|う~ 07)1 ァノl'であるこ士を古閉した、今凶のネJ~に賛 Icl 昔る c

な心、本判iJとの問1H/，1につい ζ[よ 学恥の村I~I すの ζ ころで見たように、見併

にi;lu'かあり、五:t，:J:J:主両裁に何味(，:モ T':L 小説の去JJL(i) 自由，i~~( ， x.f ~'C去J}icn

税制\.~:，{じ丈一批判 l 力 Ji有を j自るスタンスか h 吉析を hxlみたこれ (1 'Æ~:(I~; は、

やl々 の去功行品(わu、立つ、 :51レノ、さ 1;)に!;!:"*~アンコア Jl-- .ハソスメシ r'0 
イ件目士、私;J、F見、不デ 'c ノ l 、~J~のそれ}に討する被害 l吋/)制 r1- 1 からの不d、行為

U'~沼市 1 の再考合:斗，L 諸外 F司の:ræ ~i中山転!口jl手不投手ト受けるものであ斗1:，1戸、 11

本ぴ)*""，J、;;:;:，tc};:というよj手理論」ーのよ工場も影響して 1.，るο(わが百円私小乱はヲ

ブシス丈デしJ自然?品;こJ子ぶものだ〉たが、他人 j，:，Rが硲すしていな ν三E本は

その背景にめノムド|炊科学的態j支チJ:lli併せ1、ただlu:J:f;ZJに子二ぶだけで 1 :伏主義

を長ノd、i乙Lていたこの批判がつ》にあるJ:-;1 ハ自伝的、 rrf守的な誤認 I ，，~外に円

を問〕たは 1~H'5h.X:だ ζ いうえ午怒去一九段.If-コ引よ32ヤ、芸術と女生活の i半骨反

;こ陥る作家自社。)'，7::1::;:， ι日夜失 ~I) イコニイなど子f去しい討論にも附芦れて c¥Tぃ

ペヲ lねじでして近年 ァクスト理論からの l私'J、ぷ」ジヤ/ノレり完義つけJ;--kベーも

ム3つ七クシ 1アル ハラスメン 1，~ごっき、

クシ アル・ハヲスメントのズしノ、?J:;!';，芹刊n
号 6号(つ003午j である

" 小林秀~U: 私小説 ~~Ì ..I (1日j;')干ノ(リJ，I+秀雄全長 {f:;ス在 (#Ji:幌引、 2001

年):JI wr :iSrl貰参問 中村光点「瓜将小孔論ー(19~、()年ノ [C中村光 J~'~、集 第

'7 ~~ ;--~j正摩書房、 1972 1/) 所lr( 596J自は、私小説が小説に必須な{!ペ主の要素

を斥けん心つは、ポ~?--.具7ーを tH司し f-ゆえである k 肴ほL ていf\

~~C 1:;J-，~'事亨， : 1 本的 jjt云 (19 ，17 イ1) 句、討のん法巴(古流言 I~~i <文京〉、ワ006(1'，; 

砂川正J18-7臼員、 I~; I科妹な;品仔'，1948芹[[w-jF1r11/.J91' if苦手1〆』
切、i〆lli:feift 小「凡の 11t背反..1 !J P51主') l'芸術と実生活(~~+波長!占〈三比べ主
!什〉、 200，:{t'.)所以 3G}'~ き!凶い

山 1 ，、 ~l :c，A HI:;Yミ川山長 1:1，ι心 SELl山口¥Tl¥Ub:，W川、lTl，i，しι 山 '1川悦Il ¥) CJ 川 jl;~'[J'n

，巨R¥ 1. !'llB:;"町内日以出¥じ1汀 ¥ら吋S匹、戸市上r、I1>υbY j<，jdL'FR¥どN'山i¥I!以;Hι L"ιj-;.¥'rL. R 

(1， ，川17. Sleillt'I'Ver~ ;l g GrnhH， ¥-Vies!J刈日11.19芯1) イルメラ 円r也t.i-=コルシム

不ライト(一品宝 山小ノt.鈴木直・羽子咋は)，私小説 自己表走露。〉儀式 l

(平凡社、 j(;幻年 :239支lよ斗 ζ、 つめ力 :Lノ巳間関連があるた.;::.:要乏で成
立するという n つは「平実↑'1 Fac江Zlt3t乙あり、作目が得王せゐテクλ卜

L号によりfdhの I:lJLJ-;: .!.!{拠性」今小し、読者はそのい号(こ京勺主 坊主対応
主判断 a るよう l梢 ~A グ)了貯が慌能しているのである。第一 J止 l 焦 lム人物」

F叫 us[i日ll;: であり、作 '1' 人物、ふり千、作者に共+，~れと卓 の況点を ji_);t~Jλ 
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またヰペ、目立， ，説。〉出史的'1成のうJ中rが1山試み，-)::jιでしる，11，刀、し 子れを検

】すマる Lことは汁例研究の)-i'~ ;子bSF-ることになるのじ、こ Lこでは ，rち人らな'-¥ 

ことである )引tt点が体験を市る土作 L して取拾i室伏の決定権を持ι、筋宍
えを統括寸とごしたがりで山実O")~ 去とrI:::--1í'(!)~1その つのγ スベケトが な

1t L -c， i日 ri:!評価〆千f>~ι 情緒的言語形ぷが王 i わ;fL"iくる J

， T()¥J: S，TZ'-KI， _0L\RR_\，m~; TE2只EU riCTIC1NS r)F ].¥h¥:'E日J¥1'")[)2xNlfY :. Lhc Bo，: rd OI 

Trustt'行suf f~ピ[山口:1 S，adorcl lunioT Ulliv肝幻ty， ~9~)6) 鈴本な主主 l 大|勺ね了‘

雲寺l子訳諸られf心プ ....1ノ人近代的私!;"~;::.吉山号波古 j岳、ワU(j().f+:) 19白

i 王、~/"小祝 U).J面く l 瑚ぞ J や l 当 i 1.--，への珂小、を、 13認可クス lこ仁、作家

り '1C:~ j一体にJ:~， ) !.:せず、村史 l円条件 '1ヲ言 ZL実践的可G~;-iliとして祈山[、作

者と読者幻視 I!>H::月に ζる歴史的フ['セスの小説ノパtイヒとして可構成してい

るは

II:i当日お(2'47¥J) 960 


